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は
じ
め
に

　

憲
法
の
理
念
か
ら
受
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
裏
腹
に
、
ワ
イ
マ
ル
共
和

国
は
誕
生
か
ら
崩
壊
ま
で
終
始
「
暴
力
」
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る

国
家
で
あ
っ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
の
末
期
に
発
生
し
た
革
命
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
は
、
一
九
二
〇
年
代
前
半
に
は
右
翼
・

左
翼
か
ら
の
反
乱
、
蜂
起
や
政
治
的
暗
殺
に
悩
ま
さ
れ
続
け
た
。
そ
れ

が
一
九
二
三
年
一
一
月
の
ナ
チ
ス
に
よ
る
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
一
揆
の
失
敗
を

最
後
に
一
旦
終
息
す
る
と
、今
度
は
政
治
闘
争
団
体（
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー

組
織
）に
よ
る
街
頭
を
舞
台
に
し
た
暴
力
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
般
に
、
こ
の
政
治
的
街
頭
闘
争
は
世
界
恐
慌
以
降
の
ナ
チ
党
の
台

頭
と
共
産
党
の
急
進
化
に
よ
り
生
じ
た
と
み
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

そ
の
街
頭
暴
力
は
す
で
に
相
対
的
安
定
期
と
呼
ば
れ
る
一
九
二
〇
年
代

中
ご
ろ
に
も
ド
イ
ツ
各
地
で
発
生
し
て
お
り
、
一
九
二
四
年
以
降
の
共

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
と
武
器
の
氾
濫

原
　
　
田
　
　
昌
　
　
博

和
国
で
絶
え
ず
観
測
さ
れ
る
現
象
で
あ
っ
た
。
Ｒ
・
ベ
ッ
セ
ル
は
ワ
イ

マ
ル
共
和
国
に
は
時
期
的
に
も
地
域
的
に
も
政
治
的
暴
力
が
遍
在
し
て

発
生
し
て
い
た
点
を
以
下
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。「
ワ
イ
マ
ル
体

制
が
崩
壊
す
る
ま
で
に
、
政
治
的
暴
力
を
逃
れ
た
ド
イ
ツ
の
都
市
や
町

は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
指
摘
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

暴
力
は
共
和
国
を
生
み
出
し
た
暴
力
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
格
を
し

て
い
た
。
そ
れ
は
一
連
の
軍
事
的
あ
る
い
は
準
軍
事
的
な
戦
闘
で
は
な

く
、
よ
り
限
定
さ
れ
、
そ
し
て
よ
り
広
範
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

一
般
に
乱
闘
や
街
頭
で
の
暴
力
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
限
定
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
軍
事
行
動
の
よ
う
な
も
の
に
近
づ
く
こ
と
は
な

か
っ
た
。
…
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
政
治
風
景
の
遍
在
的

特
徴
に
な
っ
た
。
政
治
的
暴
力
は
も
は
や
新
聞
の
中
で
読
む
出
来
事
の

問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
あ
ら
ゆ
る
都
市
の
近
隣
社
会
や
町
、
農

村
で
も
何
ら
か
の
形
で
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
た（

１
）」。



　ワイマル共和国における政治的暴力と武器の氾濫（原田）

75

限
り
で
、
政
治
的
な
対
立
に
暴
力
で
対
応
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
ワ
イ

マ
ル
共
和
国
全
期
間
の
構
造
的
問
題
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い（

４
）」。

こ
う
し
て
、
ベ
ッ
セ
ル
と
同
様
に
、
シ
ュ
ル
ツ
は
ワ
イ

マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
（
政
治
的
）
暴
力
が
時
期
に
お
い
て
も
場
所
に

お
い
て
も
遍
在
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　

シ
ュ
ル
ツ
の
時
期
区
分
で
も
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ル

共
和
国
の
政
治
的
暴
力
は
初
期
の
「
共
和
国
敵
対
勢
力
（
右
翼
・
左
翼
）

対
国
家
権
力
」
と
い
う
体
制
転
覆
志
向
型
暴
力
か
ら
一
九
二
四
年
以
降

は
ナ
チ
ス
や
共
産
党
な
ど
各
党
派
の
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
ど
う
し
が

ぶ
つ
か
り
、
公
権
力
が
そ
れ
を
監
視
す
る
党
派
対
立
型
暴
力
へ
と
変
化

し
て
い
っ
た
。
後
者
の
場
合
で
も
、
そ
の
暴
力
に
関
与
し
て
い
た
者
た

ち
（
各
党
派
の
メ
ン
バ
ー
や
支
持
者
）
が
い
つ
で
も
素
手
で
殴
り
合
っ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
ら
が
街
頭
に
出
る
と
き
に
は
、
刀
剣
武
器

や
拳
鍔
・
棍
棒
な
ど
の
打
撃
武
器
、
さ
ら
に
銃
器
ま
で
も
必
需
品
と
し

て
携
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、ひ
と
た
び
政
敵
ど
う
し
が
衝
突
す
る
と
、

相
手
の
殺
傷
も
辞
さ
な
い
流
血
の
暴
力
沙
汰
が
発
生
す
る
可
能
性
が
そ

こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け

る
政
治
的
暴
力
の
遍
在
の
状
況
、
と
く
に
一
九
二
四
年
以
降
の
党
派
対

立
型
暴
力
（
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
暴
力
）
に
目
を
向
け
た
場
合
、
こ
れ
ま

で
の
研
究
で
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
の
が
「
武
器
の
氾
濫
」
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
政
治
的
暴
力
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
一
九
八
〇

年
代
以
降
、
数
多
く
の
研
究
が
欧
米
に
お
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る
が（

５
）、

そ
う
し
た
研
究
で
は
各
党
派
の
動
向
や
政
治
的
暴
力
そ
れ
自
体
に
関
す

る
分
析
は
豊
富
に
行
わ
れ
て
い
る
反
面
、
管
見
の
限
り
、
武
器
の
氾
濫

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｐ
・
Ｍ
・
シ
ュ
ル
ツ
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て

い
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
で
暴
力
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
創

り
出
さ
れ
た
「
分
水
嶺
」（
一
九
世
紀
と
二
〇
世
紀
の
切
れ
目
）
が
第

一
次
世
界
大
戦
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
革
命
で
の
暴
力
経
験
に
よ
り
内

政
の
風
土
が
分
極
化
・
野
蛮
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
。「
暴
力
は
ワ
イ

マ
ル
共
和
国
の
政
治
文
化
を
始
め
か
ら
刻
印
し
て
い
た（

２
）」

と
の
認
識
か

ら
、
彼
女
は
「
暴
力
」
を
視
点
に
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
を
三
つ
の
時
期
に

区
分
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
第
一
の
時
期
は

一
九
一
八
年
か
ら
一
九
二
三
な
い
し
二
四
年
ご
ろ
ま
で
の
初
期
で
あ

り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
、
物
価
高
に
対
す
る
騒
擾
、
政
治
的
一
揆
、
左
翼
急

進
派
と
義
勇
軍
の
内
戦
的
抗
争
な
ど
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
公
然

た
る
顕
在
的
暴
力
」
が
共
和
国
を
動
揺
さ
せ
た
時
期
で
あ
る
。
第
二
の

時
期
は
一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
九
年
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
相
対
的
安
定

期
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
反
乱
的
な
暴
力
で
共
和
国
を
葬
り
去
ろ
う

と
す
る
動
き
は
消
え
、
代
わ
っ
て
各
党
派
の
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
を

中
心
に
宣
伝
効
果
も
視
野
に
入
れ
た
「
象
徴
的
暴
力
」
が
行
進
や
制
服

な
ど
の
他
の
要
素
と
と
も
に
投
入
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
九
二
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
の
末
期
は「
顕
在
的
暴
力
」と「
象

徴
的
暴
力
」
が
と
も
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
、
政
治
的
対
立
に
お
い
て
身

体
的
暴
力
が
全
面
化
し
た
時
期
で
あ
る
。
シ
ュ
ル
ツ
は
「
ワ
イ
マ
ル
共

和
国
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
は
全
社
会
的
な
現
象（

３
）」

で
あ
っ
た
と
指
摘

し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
暴
力
の
表
現
、
暴
力
を
用
い
た

脅
し
、
暴
力
の
行
使
は
確
か
に
そ
の
激
し
さ
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
戦
間
期
の
政
治
文
化
に
常
在
し
て
い
た
。
そ
の
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家
の
み
が
暴
力
行
使
の
権
利
を
持
ち
、
原
則
と
し
て
諸
個
人
や
社
会

的
諸
団
体
は
国
家
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
暴
力
行
使

の
権
利
を
持
つ（

７
）

」
状
態
で
あ
り
、
こ
の
状
態
の
下
で
私
人
に
よ
る
暴

力
行
使
が
原
則
的
に
禁
止
さ
れ
、
公
権
力
の
規
制
・
監
視
の
対
象
と

な
る（

８
）。

私
人
の
側
か
ら
見
た
場
合
、
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
を
認
め

る
こ
と
は
、
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
自
ら
の
暴
力
の
使
用
を
放
棄
し
、

そ
れ
と
引
き
換
え
に
公
権
力
に
よ
っ
て
身
体
や
財
産
の
安
全
や
諸
権

利
が
保
護
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る（

９
）。

つ
ま
り
、
私
人
か
ら
国
家
へ
の
暴

力
行
使
の
権
利
の
移
譲
（
暴
力
の
独
占
化
）
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
「
公
共
の
福
祉
」
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
点
に
尽
き
る

と
い
え
よ
う）

（1
（

。

　

国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
の
状
況
下
で
は
、
行
使
さ
れ
る
暴
力
の
合
法

化
と
非
合
法
化
が
同
時
に
行
わ
れ
る
。「
暴
力
は
社
会
的
に
条
件
づ
け

ら
れ

―
社
会
的
行
動
の
他
の
形
と
同
様
に

―
合
法
性
と
非
合
法
性

を
規
定
す
る
社
会
的
な
規
範
や
規
則
の
体
系
に
従
属
し
て
い
る）

（（
（

」
の
で

あ
り
、
公
共
の
福
祉
の
利
益
を
貫
徹
す
る
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
行
使

さ
れ
る
暴
力
と
私
人
が
行
使
す
る
暴
力
が
峻
別
さ
れ
て
「
正
当
か
つ
合

法
的
な
暴
力
と
不
当
か
つ
非
合
法
的
な
暴
力）

（1
（

」（
あ
る
い
は
「
許
容
さ

れ
る
暴
力
と
許
容
さ
れ
な
い
暴
力）

（1
（

」）
と
い
う
枠
組
み
が
作
り
出
さ
れ
、

前
者
が
後
者
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
る
。「
あ
ら
ゆ
る
暴
力
独
占
は
自

分
自
身
に
よ
っ
て
合
法
化
さ
れ
た
暴
力
を
使
用
す
る
諸
機
関
の
外
側

で
、
許
容
さ
れ
る
暴
力
と
引
き
換
え
に
暴
力
が
禁
止
さ
れ
る
範
囲
を
拡

大
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
。
市
民
の
武
装
化
は
制
限
さ
れ
、
決
闘
は
禁

止
さ
れ
、
犯
罪
へ
の
懸
賞
金
は
廃
止
さ
れ
、
鉄
道
員
や
郵
便
配
達
人
の

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
政
治
的
暴
力
に
目
を
向

け
た
場
合
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
は
、
初
期
の
体
制
転
覆
型
暴
力
の
み
な

ら
ず
、
中
期
以
降
の
党
派
対
立
型
暴
力
に
お
い
て
も
常
に
武
器
が
使
用

さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
中
期
以

降
の
政
治
的
暴
力
に
お
け
る
武
器
の
氾
濫
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の

背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
、
ま

ず
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
や
武
器
の
遍
在
の
原
因
を

「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」
の
不
徹
底
と
の
関
係
で
捉
え
、
次
い
で
地

域
を
プ
ロ
イ
セ
ン
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
に
限
定
し
つ
つ
、
ワ
イ
マ
ル
共
和

国
末
期
の
政
治
的
街
頭
闘
争
と
そ
こ
で
の
武
器
の
押
収
の
状
況
に
つ
い

て
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
そ
の
際
に
は
、
ナ
チ
ス
や
共
産
党
の
パ
ラ
ミ

リ
タ
リ
ー
組
織
に
よ
る
武
器
の
入
手
状
況
と
国
家
（
公
権
力
）
に
よ
る

対
応
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。

Ⅰ
．�

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
「
国
家
に
よ
る
暴
力

独
占
」

（
一
）
近
代
国
家
と
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」

　

周
知
の
と
お
り
、
近
代
国
家
は
権
利
の
侵
害
に
対
す
る
私
人
に
よ

る
暴
力
の
行
使
を
禁
止
し
、
そ
う
し
た
行
為
を
刑
法
に
よ
っ
て
処
罰

す
る
と
と
も
に
、
自
ら
は
合
法
的
な
暴
力
行
使
に
つ
い
て
排
他
的
な

権
利
を
要
求
す
る（

６
）。

こ
れ
が
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占das staatliche 

G
ew

altm
onopol

」
で
あ
る
が
、
Ｄ
・
グ
リ
ム
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
国
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く
、
顕
在
的
な
暴
力
を
用
い
て
絶
え
ず
抑
圧
機
能
の
中
で
行
動
せ
ざ
る

を
え
な
い）

11
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
に
は
国
家
権

限
の
強
大
化
や
恣
意
的
な
暴
力
行
使
と
い
っ
た
リ
ス
ク
が
伴
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｓ
・
ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
は
以
下
の
よ
う
に
指

摘
す
る
。「
軍
隊
や
警
察
と
い
う
国
家
の
執
行
機
関
は
…
両
刃
の
発
明

品
で
あ
る
。
一
方
で
は
、
そ
れ
ら
は
自
由
な
社
会
の
中
で
市
民
社
会
自

体
か
ら
生
ま
れ
る
暴
力
に
対
し
て
市
民
社
会
を
守
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
。
他
方
で
、
そ
れ
ら
は
暴
力
独
占
を
濫
用
し
て
、
既
存
の
市
民
社

会
を
破
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る）

1（
（

」。

　

と
は
い
え
、
近
代
国
家
の
形
成
が
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
と
理
念
的

に
も
実
体
的
に
も
関
係
し
な
が
ら
展
開
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

グ
リ
ム
は
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」
と
い
う
呼
称
を
冗
語
法
と
み
な

す
が
、
そ
れ
は
暴
力
が
独
占
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
国
家
は
存
在
せ
ず
、

あ
る
支
配
団
体
が
暴
力
独
占
に
成
功
す
る
と
そ
こ
に
国
家
が
成
立
す
る

か
ら
で
あ
る）

11
（

。
ま
た
、
市
民
社
会
論
の
立
場
か
ら
、
ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
は

非
暴
力
的
な
市
民
社
会
の
出
現
・
発
展
の
た
め
の
必
須
条
件
の
一
つ
と

し
て
国
家
に
よ
る
合
法
的
な
暴
力
独
占
（
そ
の
独
占
の
法
的
な
統
制
）

と
暴
力
の
脱
私
化
を
挙
げ
て
い
る）

11
（

。
近
代
国
家
と
国
家
に
よ
る
暴
力
独

占
の
密
接
な
絡
み
合
い
の
中
で
国
家
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
暴
力
に

対
す
る
国
家
の
排
他
的
な
権
利
を
市
民
が
受
け
入
れ
る
姿
勢
に
か
か
っ

て
い
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
近
代
国
家
は
常
に
国
家
に
よ
る
暴
力
独

占
と
反
対
派
の
抵
抗
的
活
動
の
間
の
緊
張
関
係
に
置
か
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

。

武
装
は
制
限
さ
れ
、
私
的
な
護
衛
部
隊
は
認
可
を
義
務
づ
け
ら
れ
厳
し

く
監
視
さ
れ
る）

（1
（

」。
そ
れ
と
と
も
に
、
近
代
国
家
は
治
安
や
秩
序
の
観

点
か
ら
軍
隊
、
警
察
、
司
法
制
度
（
監
獄
）
な
ど
の
形
で
暴
力
独
占
を

制
度
化
し）

（1
（

、「
自
己
の
強
制
装
置
を
私
的
な
暴
力
行
使
に
対
抗
し
て
投

入）
（1
（

」
し
て
い
っ
た
。
こ
の
点
で
、
国
民
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
は
二
〇

世
紀
に
は
自
明
の
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た）

（1
（

。

　

暴
力
独
占
の
下
で
近
代
国
家
が
用
い
る
「
物
理
的
暴
力
は
、
支
配
の

諸
要
求
を
貫
徹
す
る
た
め
の
正
当
な
国
家
の
手
段
」
と
な
り
、「
暴
力

を
阻
止
す
る
た
め
に
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
」
と
い
う
状
況
が
生
み
出
さ

れ
る）

（1
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｂ
・
エ
ン
ツ
マ
ン
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
暴
力
は
逆
説
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
力
は
暴
力
の
排

除
に
役
立
ち
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
は
排
除
す
る
者
と
排
除
さ
れ

る
者
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け

近
代
国
家
に
あ
て
は
ま
り
、
そ
の
中
核
的
な
任
務
に
含
ま
れ
る
の
が
、

内
外
の
暴
力
か
ら
必
要
な
ら
ば
暴
力
を
用
い
て
市
民
を
保
護
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
任
務
を
果
た
す
た
め
に
、
国
家
が
手
に
し
て
い
る
の
が

暴
力
独
占
で
あ
る
。
国
家
だ
け
が
法
的
な
枠
組
み
の
中
で
、
対
外
的
に

は
戦
争
を
行
い
、
国
内
的
に
は
人
び
と
に
対
し
て
物
理
的
暴
力
を
振
る

う
こ
と
が
許
さ
れ
て
お
り
、
非
国
家
的
な
ア
ク
タ
ー
は
非
暴
力
的
な
紛

争
解
決
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る）

（1
（

」。

　

確
か
に
、
グ
リ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
暴
力
独
占
は
お
の
ず
か

ら
国
家
に
、
暴
力
の
恣
意
的
な
投
入
を
授
権
す
る
わ
け
で
は
な
い
」。

し
か
し
、
暴
力
で
暴
力
を
制
す
る
以
上
、
エ
ン
ツ
マ
ン
が
「
国
家
は
た

だ
潜
在
的
な
暴
力
使
用
だ
け
の
秩
序
維
持
機
能
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
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く
の
場
合
、
最
初
の
集
団
に
よ
る
さ
ら
に
大
き
な
暴
力
行
為
を
引
き
起

こ
す
。
こ
う
し
た
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
過
程
が
い
っ
た
ん
始
ま
る
と
、

多
く
の
場
合
は
も
う
止
め
よ
う
が
な
く
な
っ
て
勝
手
に
進
行
し
始
め

る
。
過
程
を
作
り
出
し
て
い
る
敵
対
す
る
人
々
や
集
団
を
超
え
て
、
そ

の
過
程
は
自
動
的
に
進
行
し
、
多
く
の
場
合
ま
す
ま
す
エ
ス
カ
レ
ー
ト

し
て
激
し
く
な
っ
て
、
両
方
の
集
団
が
相
手
側
の
暴
力
行
為
を
恐
れ
る

あ
ま
り
、
自
ら
暴
力
で
相
手
を
倒
そ
う
と
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で

あ
る）

11
（

」。
国
家
に
よ
る
暴
力
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で

あ
り
、
い
っ
た
ん
使
用
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
さ
ら
な
る
暴
力
を
導
き
、

そ
の
結
果
、
暴
力
を
習
慣
化
さ
せ
て
い
く
。
エ
ン
ツ
マ
ン
は
暴
力
を
排

除
す
る
た
め
に
国
家
が
暴
力
行
使
を
正
当
化
す
る
こ
と
で
、
国
家
以
外

の
ア
ク
タ
ー
側
に
も
暴
力
を
使
用
す
る
正
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
容

易
に
な
り
、「
暴
力
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
過
程
を
促
進
す
る
可
能
性

が
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

こ
う
し
た
暴
力
の
習
慣
化
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
の
典
型
が
ワ
イ
マ
ル
共

和
国
で
あ
り
、
初
期
の
革
命
と
反
革
命
の
暴
力
で
も
、
中
期
か
ら
後
期

の
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
暴
力
で
も
こ
う
し
た
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

「
一
九
一
八
年
の
革
命
以
降
の
法
外
な
規
模
で
の
政
治
的
暴
力
は
政
治

の
手
段
と
し
て
の
暴
力
へ
の
習
慣
化
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

」。

暴
力
と
い
う
観
点
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
や
革
命
か
ら
ワ
イ
マ
ル
共

和
国
へ
の
展
開
は
連
続
し
て
い
た
。「
初
期
段
階
に
お
け
る
暴
力
の
機

能
に
関
し
て
考
慮
さ
れ
る
の
は
、
同
時
代
の
認
識
で
は
戦
時
中
と
革
命

的
な
〝
戦
後
期
〟
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
区
切
り
が
見
ら
れ
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
市
民
社
会
へ
の
移
行
は
成
功
し
な

（
二
）
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
と
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」

　

冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
社
会
も
こ
う
し
た
暴

力
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
そ
の
体
制
は
時
間
的
に
も

空
間
的
に
も
遍
在
し
て
い
た
政
治
的
暴
力
に
苦
悩
す
る
中
で
崩
壊
し
て

い
っ
た
。「
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
三
三
年
の
わ
ず
か
な
期
間
は
総
じ

て
政
治
的
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
暴
力
行
為
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
刻
印
さ
れ
て
お
り
、そ
の
最
終
目
標
は
体
制
の
転
換
で
あ
っ
た
。

通
用
し
て
い
る
テ
ロ
行
為
の
定
義
に
基
づ
け
ば
、
こ
の
期
間
に
は
体
制

批
判
的
な
左
翼
も
右
翼
も
政
治
的
だ
と
理
解
さ
れ
る
闘
争
手
段
と
し
て

絶
え
ず
テ
ロ
リ
ス
ト
の
手
法
を
用
い
て
い
た
。
結
局
、
日
常
的
な
政
治

的
暴
力
の
様
々
な
形
態
が
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
滅
亡
の
共
同
責
任
を
負
う

の
で
あ
る）

11
（

」。

　

と
こ
ろ
で
、
Ｄ
・
シ
ュ
ー
マ
ン
は
暴
力
の
行
使
に
備
わ
る
特
質
と
し

て
「
越
境G

renzüberschreitung

」
を
挙
げ
て
い
る
。「
初
め
て
暴
力

を
使
用
し
た
者
に
と
っ
て
暴
力
に
訴
え
る
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の

は
、
そ
れ
ま
で
意
識
し
て
尊
重
す
る
か
、
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て

承
認
し
て
き
た
行
動
の
限
界
を
超
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。そ
の
後
、

暴
力
は
完
全
に
一
種
の
ル
ー
テ
ィ
ン
に
な
り
う
る）

11
（

」。
暴
力
は
、
そ
れ

に
潜
む
快
楽
性
も
あ
っ
て
、
行
使
す
る
者
と
行
使
さ
れ
る
者
の
行
動
の

箍
を
外
し
、
さ
ら
な
る
暴
力
を
生
み
出
し
て
い
く
。
Ｎ
・
エ
リ
ア
ス
の

表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
暴
力
行
使
の
真
に
弁
証
法
的
な
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
ス
」
で
あ
り
、暴
力
の
「
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
」
と
な
る
だ
ろ
う
。

「
別
の
集
団
に
対
す
る
あ
る
集
団
の
暴
力
は
別
の
集
団
の
暴
力
を
呼
び

起
こ
す
公
算
が
非
常
に
大
き
い
。
…
二
番
目
の
集
団
の
暴
力
行
為
は
多
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こ
う
し
た
暴
力
形
態
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
関
与
し
た
者
が
政
敵
や

体
制
を
抑
制
も
し
く
は
除
去
す
る
た
め
の
武
力
を
用
い
た
闘
争
を
自
明

の
政
治
的
な
権
利
だ
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る）

11
（

」。
こ
う
し
た
事

態
が
意
味
す
る
の
は
、
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
の
下
で
明
確
に
な
る
は

ず
の
「
正
当
か
つ
合
法
的
な
暴
力
と
不
当
か
つ
非
合
法
の
暴
力
」
の
境

界
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
、「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
が
繰
り
返
し
骨
抜

き
に
さ
れ
、
合
法
的
・
非
合
法
的
な
暴
力
形
態
に
関
す
る
政
治
的
な
基

本
合
意
が
成
立
で
き
な
い
こ
と）

11
（

」
で
あ
っ
た
。

　
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」
の
「
侵
犯
」（
エ
リ
ア
ス
）、「
弱
体
化
」（
ハ

ウ
プ
ト
）、「
空
洞
化
」（
シ
ュ
ラ
ウ
ト
）
の
結
果
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国

で
は
国
家
が
私
人
間
の
暴
力
を
十
分
に
統
制
で
き
な
い
と
い
う
事
態
を

招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
二
四
年
以
降
に
活
発
化
す
る
パ
ラ
ミ
リ
タ

リ
ー
組
織
に
よ
る
政
治
的
街
頭
闘
争
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

際
に
注
目
す
べ
き
は
、共
和
国
初
期
の
体
制
転
覆
型
暴
力
は
も
と
よ
り
、

一
九
二
四
年
以
降
の
政
治
的
街
頭
闘
争
で
も
大
量
の
武
器
を
用
い
た
暴

力
が
展
開
し
て
い
た
点
で
あ
る
。
国
家
（
公
権
力
）
が
暴
力
を
独
占
で

き
な
い
状
況
と
は
「
武
器
の
独
占
」
が
ま
ま
な
ら
な
い
状
況
で
も
あ
っ

た
。
確
か
に
、
グ
リ
ム
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
実
際
に
は
公
権
力
が
私

的
暴
力
、
ひ
い
て
は
武
器
の
私
的
所
有
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な

い）
11
（

。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
で
は
公
権
力
の
統

制
が
全
く
追
い
つ
か
な
い
ほ
ど
の
大
量
の
武
器
が
社
会
の
中
に
出
回
る

こ
と
で
政
治
的
暴
力
が
よ
り
悲
惨
な
も
の
と
な
り
、
大
量
の
武
器
に
ア

ク
セ
ス
で
き
る
状
況
が
さ
ら
な
る
政
治
的
暴
力
を
誘
発
し
て
い
た
の
で

あ
り
、
治
安
当
局
と
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
と
の
間
で
武
器
の
入
手
・

か
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
防
衛
で
き
な
い
若
い
共
和
国
の
弱
さ
や
正
当

性
の
欠
如
を
見
て
、
敵
対
者
は
政
治
的
状
況
を
な
お
も
未
決
で
、
暴
力

の
投
入
に
よ
り
思
い
通
り
に
変
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

」。

　

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
暴
力
の
「
私
化
」
と
そ
の
過
激
化
は
、

裏
を
返
せ
ば
、
そ
れ
が
近
代
的
な
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」
が
十
全

に
は
貫
徹
さ
れ
な
い
、
機
能
し
な
い
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
星
乃
は
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
を
「
国
家
暴
力
の

集
中
過
程
が
進
行
す
る
近
現
代
に
あ
っ
て
は
、
む
し
ろ
国
家
暴
力
が
弱

体
化
し
、
私
兵
や
民
間
暴
力
が
復
活
し
た
と
い
う
点
で
、
歴
史
の
逆
転

現
象
で
あ
っ
た）

1（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お

け
る
「
暴
力
を
組
織
的
に
使
う
テ
ロ
行
為
に
よ
る
ド
イ
ツ
国
家
の
内
部

か
ら
の
解
体
の
重
要
性
」
を
強
調
す
る
エ
リ
ア
ス
は
、「
最
初
の
数
年

間
の
義
勇
兵
の
テ
ロ
行
為
か
ら
三
〇
年
代
初
期
の
議
場
で
の
殴
り
合
い

や
市
街
戦
ま
で
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、暴
力
独
占
の
点
で
「
未

発
達
な
国
家
」
で
あ
っ
た
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
崩
壊
の
原
因
を
議
会
政
治

に
お
け
る
争
い
と
並
ん
で
「
そ
の
暴
力
独
占
の
構
造
的
な
弱
点
」
の
中

に
求
め
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
シ
ュ
ラ
ウ
ト
に
よ
る
と
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国

で
は
「
政
治
、
行
政
、
司
法
に
お
け
る
諸
ア
ク
タ
ー
が
国
家
に
よ
る
暴

力
独
占
の
保
障
に
ほ
ぼ
完
全
に
失
敗
し
た）

11
（

」
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と

し
て
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
の
空
洞
化
」
が
生
じ
た
が
、
こ
の
暴
力

独
占
の
不
安
定
要
因
こ
そ
が
政
治
的
諸
集
団
に
よ
る
衝
突
、
集
会
時
の

乱
闘
、
政
敵
へ
の
襲
撃
な
ど
の
騒
擾
で
あ
っ
た
。「
左
翼
も
右
翼
も
国

家
に
よ
る
暴
力
独
占
を
掘
り
崩
し
、
国
家
形
態
と
し
て
の
議
会
制
民
主

主
義
の
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
た
。
す
べ
て
の
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織
を
創
設
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
選
挙
戦
や
政
治
的
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
の

た
め
に
制
服
を
着
て
同
一
歩
調
で
街
頭
を
進
ん
で
い
っ
た）

11
（

」。
こ
う
し

た
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
を
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
各
党
派
が
有
す
る
こ

と
で
、「
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
の
ス
タ
イ
ル
は
合
法
的
な
政
治
形
態
」
と

な
り
、「
政
治
の
手
段
」
と
な
っ
て
い
っ
た）

11
（

。

　

こ
の
党
派
対
立
型
暴
力
自
体
に
つ
い
て
は
本
稿
の
主
眼
で
は
な
い
が
、

こ
こ
で
は
プ
ロ
イ
セ
ン
お
よ
び
ベ
ル
リ
ン
に
関
す
る
若
干
の
デ
ー
タ
を

示
し
て
お
お
よ
そ
の
状
況
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
表
１
を
見
て

み
よ
う
。
こ
れ
は
一
九
三
一
年
一
月
か
ら
一
九
三
二
年
六
月
ま
で
の
プ

使
用
と
取
り
締
ま
り
の
い
た
ち
ご
っ
こ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。

Ⅱ
．
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
後
期
に
お
け
る
政
治
的
暴
力

　

あ
ら
た
め
て
示
す
な
ら
ば
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
い
て
一
九
二
四

年
以
降
に
顕
在
化
し
た
党
派
対
立
型
の
街
頭
暴
力
（
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー

暴
力
）
と
は
、
各
政
治
的
党
派
に
属
す
る
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
が
街

頭
や
集
会
場
（
ホ
ー
ル
や
広
場
）、
や
が
て
は
政
治
化
し
た
酒
場
を
舞

台
に
展
開
し
た
政
治
的
暴
力
で
あ
る
。
一
九
二
四
年
と
い
う
具
体
的
な

時
点
が
示
さ
れ
る
の
は
、こ
の
年
に
共
産
党
が
赤
色
前
線
兵
士
同
盟（
Ｒ

Ｆ
Ｂ
）、
社
会
民
主
党
を
中
心
と
す
る
共
和
国
擁
護
派
が
国
旗
団
と
い

う
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
を
創
設
し
た
か
ら
で
あ
り
、
翌
二
五
年
に
は

再
建
さ
れ
た
ナ
チ
党
が
そ
の
街
頭
組
織
で
あ
る
突
撃
隊
（
Ｓ
Ａ
）
を
再

編
し
、
こ
れ
に
鉄
兜
団
や
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
な
ど
が
加
わ
っ
て
政
治

的
動
機
を
持
つ
暴
力
行
為
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
組
織
に

共
通
す
る
特
徴
を
ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
同
質
化
さ
れ
た
身
体
運
動
の
魅
惑
は
、
ま
と
ま
っ
た
行
進
の
軍
隊
的

規
律
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
政
治
的
方
向
の
デ
モ

の
様
式
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
行
進
、
祝
典
、
制
服
や
旗
、
シ
ン
ボ
ル

や
儀
礼
化
さ
れ
た
挨
拶
を
伴
う
新
し
い
集
会
の
様
式
は
さ
ま
ざ
ま
な
ミ

リ
ュ
ー
内
で
様
式
化
さ
れ
た
統
一
的
・
戦
闘
的
パ
ト
ス
と
し
て
表
現
さ

れ
た
。
共
産
党
か
ら
社
会
民
主
党
や
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
を
経
て
ド
イ
ツ

国
家
国
民
党
や
ナ
チ
党
に
至
る
ま
で
、
す
べ
て
の
方
向
が
自
ら
の
若
い

男
性
支
持
者
の
た
め
に
、
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
で
組
織
さ
れ
た
下
部
組

【表１】政治的暴力における被害者・容疑者数�（1931年１月～1932年６月）
Ａ．プロイセン

被害者の
所属組織 重軽傷者 負傷後に

死亡した者 殺害された者 正当防衛に
伴う死者 計

NS 5461 34 26 29 5550
SH 613 4 2 1 620
RB 2148 4 3 5 2160

KPD 1434 32 16 35 1517
計 9656 74 47 70 9847

容疑者の
所属組織 対 NS 対 SH 対 RB 対 KPD 計

NS 64 61 2213 2409 4747
SH 2 - 232 60 294
RB 1828 177 7 106 2118

KPD 4913 422 281 14 5630
その他 303 17 12 14 346

計 7110 677 2745 2603 13135

Ｂ．ベルリン
被害者の
所属組織 重軽傷者 負傷後に

死亡した者 殺害された者 正当防衛に
伴う死者 計

NS 506 11 6 1 524
SH 39 1 - - 40
RB 289 - 2 - 291

KPD 204 6 5 2 217
計 1038 18 6 1 1072

容疑者の
所属組織 対 NS 対 SH 対 RB 対 KPD 計

NS 9 - 360 289 658
SH - - 7 4 11
RB 85 - - 8 93

KPD 767 52 25 1 845
その他 38 - 2 2 42

計 899 41 394 304 1638
NS ＝ナチス、SH ＝鉄兜団、RB ＝国旗団、KPD ＝共産党
GStA, Rep77,Tit.4043, Nr.121, Bl.125,376,448,461,537�より作成。
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よ
る
と
、
一
九
二
八
年
一
月
か
ら
一
九
三
二
年
一
〇
月
ま
で
に
プ
ロ
イ

セ
ン
全
体
で
政
治
的
暴
力
に
よ
り
一
一
名
の
警
官
が
殺
害
さ
れ
、

一
一
五
五
人
が
負
傷
し
て
い
る）

11
（

。

　

政
治
的
暴
力
が
最
も
激
し
か
っ
た
一
九
三
二
年
六
月
か
ら
七
月
の
時

期
に
は
銃
器
を
用
い
た
襲
撃
が
常
態
化
し
て
い
た
。
一
九
三
二
年
一
〇

月
五
日
付
で
ベ
ル
リ
ン
警
察
本
部
が
作
成
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
内
相
に
送

付
し
た
一
九
三
二
年
六
月
二
〇
日
か
ら
一
九
三
二
年
七
月
六
日
の
一
七

日
間
に
ベ
ル
リ
ン
で
発
生
し
た
銃
撃
事
件
の
一
覧
に
は
自
動
車
や
バ
イ

ク
か
ら
政
敵
の
酒
場
や
隊
列
に
向
け
て
の
発
砲
や
敵
対
者
ど
う
し
の
銃

撃
戦
な
ど
三
五
件
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、こ
の
う
ち
八
件
で
共
産
党
側
、

一
八
件
で
ナ
チ
ス
側
が
容
疑
者
と
さ
れ
、
九
件
は
容
疑
者
不
明
で
あ

る）
1（
（

。
こ
う
し
た
状
況
は
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
末
期
の
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー

組
織
内
に
武
器
が
蔓
延
し
、
個
々
の
党
員
や
シ
ン
パ
が
そ
れ
を
当
た
り

前
の
よ
う
に
政
治
的
暴
力
に
投
入
し
て
い
た
こ
と
を
容
易
に
想
像
さ
せ

る
。
次
節
で
は
、
こ
う
し
た
武
器
の
市
中
氾
濫
の
具
体
的
な
状
況
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

Ⅲ
．
武
器
の
市
中
氾
濫

（
一
）
武
器
の
所
有
に
対
す
る
法
的
規
制

　

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
政
府
は
一
九
二
〇
年
代
に
は
市
中
で
の
武
器
の
広

が
り
に
対
す
る
法
的
規
制
を
試
み
て
い
た
。
個
人
に
よ
る
武
器
の
所
有

に
関
し
て
は
、
一
九
二
二
年
七
月
に
公
布
さ
れ
た
「
共
和
国
保
護
法

G
esetz zum

 Schutze der R
epublik

）
11
（

」
が
、
無
許
可
の
武
器
を
所
有
し

ロ
イ
セ
ン
州
全
体
と
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
政
治
的
闘
争
の
犠
牲
者
数
お

よ
び
被
疑
者
数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
プ
ロ
イ
セ

ン
全
体
で
は
こ
の
期
間
に
九
六
五
六
人
が
負
傷
し
、
一
九
一
人
が
死
亡

し
て
い
る
が
、
そ
の
過
半
数
（
五
六
・
四
％
）
は
ナ
チ
ス
で
あ
り
、
つ
い

で
国
旗
団
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
被
疑
者
一
三
一
三
五
人
の
う
ち
、

共
産
党
（
四
二
・
九
％
）
と
ナ
チ
ス
（
三
六
・
一
％
）
で
約
八
〇
％
を
占

め
て
い
る
。
ベ
ル
リ
ン
も
同
様
の
傾
向
で
あ
る
が
、
犠
牲
者
に
占
め
る

共
産
党
の
割
合
が
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
よ
り
も
五
％
ほ
ど
高
い
こ
と
、
被

疑
者
の
割
合
で
は
ナ
チ
ス
（
四
〇
・
二
％
）
と
共
産
党
（
五
一
・
六
％
）

で
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
、
各
陣
営
内

で
は
味
方
ど
う
し
の
暴
力
沙
汰
も
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
明

ら
か
に
な
る
（
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
ナ
チ
ス
対
ナ
チ
ス
の
事
例
が
六
四
件
、

国
旗
団
が
七
件
、
共
産
党
が
一
四
件
な
ど
）。
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
政
治

的
暴
力
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
の
は
一
九
三
二
年
七
月
で
あ
り
、
あ
る
警

察
統
計
に
よ
る
と
、

プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
で

一
九
三
二
年
七
月
だ

け
で
八
六
名
の
死
者

（
ナ
チ
ス
三
八
名
、

共
産
党
二
八
名
、
社

会
民
主
党
・
国
旗
団

六
名
、
そ
の
他
一
四

名
）
を
出
し
て
い

る）
11
（

。
ま
た
、
表
２
に
【表２】�政治的暴力により死亡・負傷したプロイセン

の警官数（1928年１月～1932年10月）
警官の被害

死者 負傷者 計
11 1155 1166

容
疑
者
の
所
属
組
織

NS - 137 137

SH - 3 3
その他の
右翼組織 - 9 9

RB - 23 23

KPD 8 870 878
その他の
左翼組織 - 29 29
その他の

組織 - 10 10

不明 3 74 77

GStA, Rep.77, Tit.4043, Nr.122 Bl.251-253より作成。
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べ
、
さ
ら
に
第
二
審
判
決
も
こ
の
法
律
の
目
的
を
「
街
頭
で
政
治
的
活

動
を
行
う
者
に
対
し
て
武
器
の
所
持
か
ら
遮
断
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
政

治
的
な
機
会
に
お
け
る
武
器
の
所
持
を
で
き
る
だ
け
制
限
す
る
こ
と
」

と
指
摘
し
た
上
で
「
過
激
な
諸
政
党
の
党
員
に
お
け
る
非
合
法
の
武
器

所
持
と
は
精
力
的
に
闘
わ
な
け
ば
な
ら
な
い
」
と
結
ん
で
お
り）

11
（

、
同
法

が
ワ
イ
マ
ル
末
期
の
当
局
側
の
武
器
取
り
締
ま
り
の
根
拠
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
銃
器
法
を
受
け
る
形
で
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
お

よ
び
パ
ー
ペ
ン
内
閣
で
の
一
連
の
大
統
領
緊
急
令
の
中
に
武
器
の
取
り

締
ま
り
や
処
罰
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
対
象

と
な
る
の
は
、
ブ
リ
ュ
ー
ニ
ン
グ
内
閣
で
の
三
つ
の
緊
急
令
（
①

一
九
三
一
年
三
月
二
八
日
付
、
②
同
年
一
〇
月
六
日
付
、
③
同
年
一
二

月
八
日
付
）
と
パ
ー
ペ
ン
内
閣
で
の
二
つ
の
緊
急
令
（
④
一
九
三
二
年

六
月
一
四
日
付
、
⑤
同
年
八
月
九
日
付
）
で
あ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
緊
急
令

の
要
点
は
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。第
一
に
、（
銃
器
法
の
主
旨
を
受
け
て
）

無
許
可
・
無
資
格
で
の
武
器
の
携
帯
や
そ
れ
を
用
い
た
暴
力
行
為
に
対

す
る
警
察
の
拘
束
お
よ
び
処
罰
が
規
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る）

11
（

（
①
・
②
・

④
）。
第
二
に
、
銃
器
・
弾
薬
類
に
加
え
て
、
打
撃
・
刀
剣
武
器
も
規

制
対
象
と
し
て
当
局
へ
の
届
け
出
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
そ
の
製
造
・
入

手
・
売
買
・
譲
渡
に
関
し
て
は
銃
器
と
同
様
に
当
局
の
許
可
が
必
要
と

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
③
）。
最
後
に
、
武
器
（
特
に
銃
器
）
を
用
い

た
政
治
的
動
機
に
基
づ
く
違
法
行
為
（
殺
人
・
傷
害
）
が
厳
罰
化
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
（
⑤
）。
こ
れ
に
は
、「
重
大
な
爆
発
物
犯
罪
」
や
「
警

官
等
に
対
す
る
殺
害
行
為
」
へ
の
死
刑
の
適
用
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ

て
秘
密
の
国
家
反
逆
的
結
社
に
加
わ
っ
た
者
や
、
無
届
の
武
器
庫
を
保

有
し
て
い
る
者
（
弾
薬
庫
、
火
砲
、
迫
撃
砲
・
火
炎
放
射
器
、
機
関
銃
、

自
動
小
銃
の
所
有
も
こ
れ
と
同
等
）
に
対
し
て
三
か
月
以
上
五
年
以
下

の
懲
役
刑
を
規
定
し
て
い
た
（
第
七
条
）。
さ
ら
に
、
一
九
二
八
年
四

月
に
は
「
銃
器
お
よ
び
弾
薬
類
に
関
す
る
法
律G

esetz über 
Schußw

affen und M
unition

）
11
（

」（
以
下
、
銃
器
法
）
を
公
布
さ
れ
、
政

府
は
銃
器
の
流
通
・
所
有
の
管
理
と
無
資
格
所
有
の
取
り
締
ま
り
を
さ

ら
に
厳
格
化
し
た
。
こ
の
法
律
は
全
三
四
条
で
構
成
さ
れ
、
銃
器
・
弾

薬
類
の
製
造
・
加
工
・
販
売
に
つ
い
て
当
局
に
よ
る
許
可
を
義
務
づ
け

（
第
二
条
・
第
五
条
）、「
製
造
者
や
商
人
の
商
号
あ
る
い
は
登
録
商
標
、

お
よ
び
連
続
す
る
製
造
番
号
を
持
つ
銃
器
」
の
み
ド
イ
ツ
国
内
で
売

買
・
譲
渡
で
き
る
も
の
と
し
た
（
第
九
条
）。
ま
た
、
銃
器
や
弾
薬
類

の
入
手
に
は
当
局
が
発
行
す
る
「
武
器
も
し
く
は
弾
薬
取
得
証
明
書

W
affen- oder M

unitionserw
erbschein

」が
必
要
と
さ
れ（
第
一
〇
条
）、

武
器
の
携
行
時
に
は
「
武
器
許
可
証W

affenschein

」
の
携
帯
を
義
務

づ
け
た
（
第
一
五
条
）。
さ
ら
に
五
丁
以
上
の
銃
器
を
保
管
す
る
武
器

庫
（
猟
銃
の
場
合
は
一
〇
丁
以
上
）
や
一
〇
〇
発
以
上
の
銃
弾
を
保
管

す
る
弾
薬
庫
（
猟
銃
弾
に
つ
い
て
は
一
〇
〇
〇
発
以
上
）
の
設
置
に
も

当
局
の
許
可
を
義
務
づ
け
（
第
二
三
条
）、
そ
れ
ぞ
れ
の
義
務
に
違
反

し
た
場
合
の
罰
則
（
懲
役
刑
・
罰
金
刑
）
も
規
定
さ
れ
た
（
第
二
五
条

～
二
七
条
）。
こ
の
銃
器
法
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
〇
年
九
月
に
ベ
ル

リ
ン
で
発
生
し
た
、
あ
る
銃
撃
事
件
の
第
一
審
判
決
が
「
こ
の
法
律
の

遵
守
が
今
日
の
政
治
的
対
立
の
中
で
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
無

責
任
に
軽
視
す
る
こ
と
は
厳
に
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
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Ｒ
Ｆ
Ｂ
、
国
旗
団
、
青
年
ド
イ
ツ
騎
士
団
、
ビ
ス
マ
ル
ク
青
年
団
に
よ

る
「
諸
団
体
間
の
衝
突
回
避
」
の
た
め
の
話
し
合
い
が
も
た
れ
て
い
る

（
ナ
チ
ス
は
参
加
し
て
い
な
い
が
、後
に
決
定
事
項
に
同
意
し
て
い
る
）。

合
意
事
項
の
中
に
は
「
武
器
も
し
く
は
武
器
の
よ
う
な
物
の
携
帯
は
団

体
指
導
部
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
一
文
も
見

ら
れ
、
衝
突
回
避
の
中
心
に
武
器
携
帯
の
禁
止
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た）
11
（

。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
部
の
地
域
で
一
時
的
に
見
ら
れ
た
武
器
の
使

用
禁
止
の
党
派
間
合
意
は
守
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
た
銃
器
法
や
緊
急

令
に
よ
る
法
的
規
制
も
効
果
の
な
い
ま
ま）

11
（

、市
中
に
は
武
器
が
氾
濫
し
、

政
治
的
暴
力
の
危
険
性
に
対
す
る
危
惧
は
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
す
で
に
一
九
二
九
年
一
二
月
三
〇
日
付
の
ベ
ル
リ
ン
保
安
警
察
司

令
の
各
分
署
・
機
動
隊
宛
の
文
書
「
急
進
的
組
織
の
活
動
の
活
発
化
に

関
す
る
件
」
で
は
、
冒
頭
か
ら
「
こ
の
と
こ
ろ
、
共
産
党
系
組
織
の
メ

ン
バ
ー
と
ナ
チ
党
員
の
間
の
対
立
が
先
鋭
化
し
、
ほ
ぼ
毎
日
、
衝
突
が

―
大
部
分
で
は
武
器
や
武
器
に
似
た
道
具
が
用
い
ら
れ
て

―
起
き

て
い
る）

1（
（

」
と
の
記
述
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
党
派
に
よ
る
武
器
の
所

持
・
使
用
が
な
く
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
三
〇
年
八

月
に
発
生
し
た
あ
る
政
治
的
暴
力
事
件
の
判
決
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。「
白
昼
堂
々
と
武
器
を
用
い
て
政
敵
を
襲
撃
す
る
と
い
う
悪

習U
nsitte

が
ま
す
ま
す
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、

法
の
平
和R

echtsfrieden

や
公
共
の
安
全
性
の
重
大
な
侵
害
で
あ
り
、

直
接
的
な
関
係
者
や
無
関
係
の
人
々
の
生
命
に
か
か
わ
る
危
険
で
あ

る
。
こ
の
悪
習
や
、
そ
の
中
で
あ
ら
わ
に
な
り
つ
つ
あ
る
政
治
的
に
異

れ
ら
緊
急
令
は
当
局
が
政
治
的
暴
力
を
取
り
締
ま
る
上
で
の
重
要
な
法

的
根
拠
と
な
っ
た
が
、
例
え
ば
一
九
三
二
年
六
月
一
日
付
の
プ
ロ
イ
セ

ン
内
相
の
通
達
で
は
、一
九
三
一
年
に
出
さ
れ
た
一
連
の
緊
急
令
が「
国

家
敵
対
勢
力
」
に
よ
る
「
公
共
の
安
寧
と
秩
序
の
攪
乱
」
や
「
略
奪
や

市
民
・
警
官
へ
の
襲
撃
と
い
っ
た
犯
罪
的
テ
ロ
行
為
」
に
対
し
て
「
あ

ら
ゆ
る
断
固
と
し
た
手
段
を
用
い
て

―
可
能
な
限
り
予
防
的
に

―

対
処
す
る
」
た
め
の
「
法
的
規
定
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た）

11
（

。

（
二
）
武
器
の
携
帯
・
使
用
の
日
常
化

　

一
九
二
八
年
四
月
の
銃
器
法
の
制
定
以
前
か
ら
、
地
域
に
よ
っ
て
は

警
察
が
仲
介
す
る
形
で
、
暴
力
の
軽
減
に
向
け
た
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組

織
間
の
合
意
形
成
へ
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
ケ
ル

ン
で
は
一
九
二
七
年
三
月
に
地
元
警
察
と
国
旗
団
、
ナ
チ
ス
、
鉄
兜
団
、

Ｒ
Ｆ
Ｂ
な
ど
一
八
も
の
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
が
参
加
し
た
懇
談
会
が

開
催
さ
れ
て
い
る
。
警
察
の
意
図
は
各
組
織
に
対
し
て
「
近
ご
ろ
頻
発

し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
組
織
間
で
の
衝
突
や
殴
り
合
い
を
慎
む
」
よ
う

働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
Ｒ
Ｆ
Ｂ
を
除
く
す
べ
て
の
組
織
が
「
自
ら

の
組
織
で
全
力
を
も
っ
て
、
他
の
組
織
の
メ
ン
バ
ー
と
の
衝
突
や
殴
り

合
い
を
回
避
し
う
る
こ
と
に
尽
く
す
」
こ
と
を
約
束
し
、
こ
の
合
意
に

加
わ
ら
な
か
っ
た
Ｒ
Ｆ
Ｂ
も
回
状
で
他
の
組
織
と
の
衝
突
を
回
避
す
る

よ
う
指
示
す
る
と
言
明
し
た
。
警
察
は
共
産
党
の
姿
勢
に
懸
念
を
示
し

な
が
ら
も
、
共
産
党
を
含
め
た
す
べ
て
の
組
織
が
相
互
の
平
和
的
関
係

の
た
め
に
「
共
同
の
話
し
合
い
の
机
に
つ
い
た
こ
と
」
を
前
進
と
評
価

し
た）

11
（

。
こ
の
少
し
前
に
は
、デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
も
警
察
と
鉄
兜
団
、
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治
的
暴
力
が
ピ
ー
ク
に
達
し
た
こ
の
時
期
の
警
察
内
で
は
、
毎
夜
の
よ

う
に
発
生
す
る
暴
力
沙
汰
と
武
器
の
使
用
に
対
す
る
感
覚
の
麻
痺
も
生

じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
警
察
本
部
の
日
報
に
よ
る
と
、
例

え
ば
七
月
三
一
日
午
前
八
時
か
ら
八
月
一
日
午
前
八
時
ま
で
の
二
四
時

間
で
銃
撃
四
件
を
含
む
乱
闘
一
五
件
、
デ
モ
未
遂
六
件
、
広
告
柱
へ
の

放
火
一
件
、
ポ
ス
タ
ー
の
引
き
剥
が
し
四
件
が
発
生
し
て
お
り
、
九
名

が
負
傷
し
、
一
〇
三
名
が
逮
捕
さ
れ
、
拳
銃
二
丁
、
仮
死
拳
銃
二
丁
、

威
嚇
射
撃
拳
銃
一
丁
、
刀
剣
武
器
八
点
が
押
収
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
興
味
深

い
の
は
日
報
作
成
者
が
こ
の
二
四
時
間
を
「
平
穏
に
経
過
し
た
」
と
評

し
て
い
る
点
で
あ
る）

11
（

。
こ
う
し
た
状
況
を
「
平
穏
」
と
す
る
感
覚
が
物

語
る
の
は
、
暴
力
沙
汰
や
武
器
の
使
用
の
常
態
化
と
そ
れ
に
対
す
る
一

種
の
慣
れ
で
あ
ろ
う）

11
（

。

（
三
）
各
党
派
の
武
装
化

　

こ
の
こ
ろ
、
警
察
は
治
安
の
攪
乱
要
因
と
し
て
共
産
党
や
ナ
チ
ス
の

動
向
を
注
視
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
装
化
に
つ
い
て
報
告
し
て
い

る
。
す
で
に
一
九
二
九
年
四
月
の
時
点
で
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
の
行

政
長
官R

egierungspräsident

は
共
産
党
員
宅
か
ら
武
器
が
発
見
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
党
員
に
違
法
な
武
装
化
を
禁
じ
る
と
い
う

公
式
の
説
明
に
反
し
て
、
共
産
党
は
武
器
の
収
集
に
取
り
組
ん
で
い

る）
11
（

」
と
報
告
し
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
に
は
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
警
察
本

部
長
が
共
産
党
の
武
装
蜂
起
の
準
備
を
指
摘
し
て
「
共
産
党
や
そ
の
従

属
組
織
は
内
戦
を
準
備
し
て
お
り
、
そ
の
実
行
の
た
め
に
武
器
な
ど
を

調
達
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い）

11
（

」
と
記
し
て
い
る
。
そ
の

な
る
考
え
を
持
つ
市
民
に
対
す
る
感
情
の
非
寛
容
さ
や
悪
意
に
対
し
て

は
、法
の
厳
格
さ
を
も
っ
て
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

」。ま
た
、

翌
三
一
年
一
月
の
別
の
事
件
の
判
決
文
は
銃
の
悪
用
が
「
恐
ろ
し
く
増

大
し
た
」こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
量
刑
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、

無
資
格
の
武
器
の
携
行
と
そ
こ
か
ら
容
易
に
生
じ
る
銃
の
悪
用
は
こ
こ

数
年
で
恐
ろ
し
く
増
大
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
新
聞
に

は
何
ら
か
の
、
そ
れ
自
体
は
取
る
に
足
ら
な
い
よ
う
な
言
い
争
い
、
た

い
て
い
は
政
治
的
な
類
の
も
の
が
銃
撃
事
件
で
終
わ
っ
た
と
い
う
記
事

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
…
無
資
格
の
武
器
の
携
帯
と
銃
の
悪
用
は
公
共

の
危
険
で
あ
る）

11
（

」。
こ
う
し
た
認
識
は
ラ
イ
ヒ
政
府
に
も
共
有
さ
れ
て

お
り
、
一
九
三
一
年
一
〇
月
に
ラ
イ
ヒ
内
務
省
情
報
収
集
局

N
achrichtensam

m
elstelle

が
各
州
の
内
務
省
情
報
局
に
向
け
て
送
っ

た
文
書
「
共
産
主
義
運
動
に
関
す
る
件
」
で
は
「
特
に
共
産
党
の
合
法

的
・
非
合
法
的
な
付
属
団
体
の
行
動
を
通
じ
て
、
ま
た
…
国
民
社
会
主

義
者
の
Ｓ
Ａ
を
通
じ
て
、
国
内
の
秩
序
や
安
寧
に
と
っ
て
深
刻
な
状
況

が
生
み
出
さ
れ
る
」
と
し
て
、「
そ
の
状
況
に
対
し
て
直
接
的
な
対
策

を
講
じ
る
こ
と
を
も
は
や
躊
躇
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
意
思
が
示
さ

れ
て
い
る）

11
（

。

　

武
器
使
用
に
対
す
る
当
局
の
認
識
は
一
九
三
二
年
夏
に
は
さ
ら
に
厳

し
い
も
の
と
な
っ
た
。
一
九
三
二
年
六
月
三
〇
日
付
の
文
書
で
ベ
ル
リ

ン
警
察
本
部
は
「
政
治
的
衝
突
や
襲
撃
は

―
待
ち
伏
せ
場
所
か
ら
の

卑
劣
な
銃
の
使
用
も

―
こ
の
数
日
に
お
い
て
耐
え
難
い
規
模
に
な
っ

て
い
る
」
と
述
べ
て
、
あ
ら
ゆ
る
警
察
権
力
を
投
入
し
て
「
さ
ら
な
る

不
法
行
為
を
防
止
す
る
」
指
示
を
各
署
に
出
し
て
い
る）

11
（

。
た
だ
し
、
政
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打
撃
・
刀
剣
武
器
と
い
っ
た
危
険
な
道
具
を
使
用
し
て
き
た
こ
と
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
す
で
に
引
用
し
た
一
九
三
一
年
一
一
月
の
『
急

進
的
組
織
の
闘
争
準
備
と
闘
争
原
則
に
関
す
る
覚
書
』
で
は
「
武
装
」

に
関
す
る
項
目
で
以
下
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。「
ナ
チ
党
は
そ
の
党
員
た

ち
に
違
法
な
武
器
を
所
有
さ
せ
て
い
る
。
…
警
察
が
集
会
参
加
者
や
党

酒
場
な
ど
を
捜
査
し
た
結
果
に
よ
る
と
、
打
撃
武
器
と
並
ん
で
、
多
数

の
拳
銃
が
所
持
さ
れ
て
お
り
、
個
々
の
武
器
は
当
該
者
が
自
己
責
任
で

入
手
・
携
行
し
て
い
た
。
…
こ
う
し
た
大
規
模
な
組
織
の
全
般
的
で
計

画
的
な
武
装
は
昨
今
の
状
況
に
お
い
て
は
…
決
し
て
実
行
可
能
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い）

11
（

」。
さ
ら
に
、
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
は
一
九
三
二
年
二
月

に
も
二
〇
〇
頁
を
越
え
る
大
部
な
報
告
書
『
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
覚

書
』を
作
成
し
て
い
る
が
、そ
の
中
で
Ｓ
Ａ
の
武
装
に
つ
い
て「
一
九
二
九

年
末
以
降
、
Ｓ
Ａ
隊
員
に
は
何
ら
か
の
武
器
の
使
用
を
厳
し
く
禁
じ
る

と
党
公
式
の
発
表
が
常
に
繰
り
返
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｓ
Ａ

隊
員
の
武
装
を
再
三
に
わ
た
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
、

「
公
式
で
の
武
装
禁
止
は
実
際
に
は
実
行
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
む
し
ろ

Ｓ
Ａ
隊
員
に
対
し
て
武
装
が
完
全
に
黙
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
」、

さ
ら
に
「
Ｓ
Ａ
内
で
は
、
柄
つ
き
手
榴
弾
す
ら
も
含
め
て
武
器
を
調
達

す
る
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。

　

左
右
両
翼
政
党
の
武
装
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
武
器
の
使
用
訓
練
に
も

表
れ
て
い
た
。
共
産
党
は
、
例
え
ば
一
九
三
二
年
に
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
活

動
の
一
環
と
し
て
結
成
さ
れ
た
「
赤
色
大
衆
自
警
団R

oter�
M

assenschutz
」
の
方
針
の
中
で
武
器
訓
練
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。「
軍
事
技
術
的
訓
練
は
主
と
し
て
理
論
的
に
実
施
さ
れ
、

翌
月
に
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
が
公
表
し
た
報
告
書
『
急
進
的
組
織
の
闘

争
準
備
と
闘
争
原
則
に
関
す
る
覚
書）

1（
（

』
は
、
共
産
党
の
「
武
装
」
に
関

す
る
項
目
で
武
器
調
達
の
具
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
以
下
の
七
点
を
挙

げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、①
武
器
の
所
持
の
た
め
に
購
入
、住
居
侵
入
（
窃

盗
）、
金
銭
で
の
買
収
、
密
輸
な
ど
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
い
る

こ
と
、
②
蜂
起
の
際
に
は
、
ま
ず
共
産
党
指
導
部
が
個
々
人
に
対
し
て

所
有
す
る
武
器
の
供
出
を
求
め
る
手
は
ず
で
あ
る
こ
と
、
③
共
産
党
部

隊
は
小
銃
や
カ
ー
ビ
ン
銃
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
拳
銃
と
そ
の
銃

弾
を
か
な
り
所
有
し
て
い
る
こ
と
、
④
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
動
員
解

除
の
際
に
市
中
に
流
れ
た
武
器
や
弾
薬
は
保
管
や
手
入
れ
が
不
十
分
で

現
在
で
は
使
用
で
き
な
い
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
⑤
長
期
的
な
蜂
起
で

は
外
国
か
ら
の
武
器
や
銃
弾
の
輸
送
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
⑥
手
製

の
手
榴
弾
が
か
な
り
押
収
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
工
場
の
従
業
員
に

よ
っ
て
日
用
品
生
産
か
ら
容
易
に
殺
戮
の
道
具
を
作
成
で
き
る
こ
と
、

⑦
鉱
山
や
採
石
場
で
爆
発
物
が
盗
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ナ
チ
ス
に
関
し
て
も
同
様
に
武
装
化
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ａ
は

公
式
に
は
武
器
の
携
行
を
禁
じ
て
い
た
が）

11
（

、
実
際
に
は
武
器
を
用
い
た

暴
力
沙
汰
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
は
一
九
二
九
年

に
作
成
し
た
ナ
チ
ス
の
暴
力
行
為
に
関
す
る
報
告
の
中
で
「
国
民
社
会

主
義
者
た
ち
は
人
や
器
物
に
対
す
る
暴
力
行
為
を
行
い
、
重
軽
傷
を
負

わ
せ
、
死
亡
さ
せ
る
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
」
お
り
、「
国
民
社
会
主
義

者
や
そ
の
突
撃
隊
が
公
共
空
間
に
現
れ
る
場
合
に
は
、
ほ
ぼ
例
外
な
く

衝
突
や
乱
闘
が
見
込
ま
れ
る
」
と
指
摘
し
、「
国
民
社
会
主
義
者
が
行
う

暴
力
行
為
か
ら
は
っ
き
り
認
識
で
き
る
の
は
、
多
く
の
事
例
で
銃
器
、
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で
、
断
片
的
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
手
掛
か
り
と
な
る
の
が
、
先
に
引
用

し
た
『
急
進
的
組
織
の
闘
争
準
備
と
闘
争
原
則
に
関
す
る
覚
書
』
で
あ

り
、そ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
共
産
党
に
よ
る
武
器
の
入
手
方
法
は
購
入
、

住
居
侵
入
（
に
よ
る
窃
盗
）、
外
国
か
ら
の
密
輸
、
鉱
山
や
採
石
場
で

の
爆
発
物
の
持
ち
去
り
な
ど
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
武
器
の
盗
難
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
が
残
さ
れ
て
い

る
。
一
九
二
九
年
九
月
一
一
日
深
夜
、
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
テ
の
武
器
店

に
複
数
人
が
侵
入
し
、
自
動
装
填
拳
銃
四
〇
丁
、
回
転
式
拳
銃
一
丁
、

実
弾
約
一
〇
〇
〇
発
を
盗
み
出
す
事
件
が
発
生
し
た
が
、
犯
人
は
現
金

に
は
手
を
付
け
て
お
ら
ず
、
警
察
は
犯
人
を
何
ら
か
の
政
治
的
組
織
に

属
す
る
者
と
想
定
し
て
い
る
（
た
だ
し
、
警
察
は
共
産
党
が
容
疑
者
と

断
定
し
て
い
な
い）

11
（

）。
一
九
三
〇
年
一
月
二
五
日
深
夜
に
は
ベ
ル
リ
ン
・

ヴ
ィ
ル
マ
ー
ス
ド
ル
フ
の
武
器
店
に
何
者
か
が
侵
入
し
、拳
銃
二
五
丁
、

実
弾
一
〇
〇
発
、
ナ
イ
フ
、
照
準
器
な
ど
を
盗
み
出
す
事
件
が
発
生
し

た
が
、
犯
人
が
店
内
の
他
の
貴
重
品
に
は
手
を
付
け
て
い
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
、
当
局
は
「
こ
の
侵
入
は
政
治
的
な
、
し
か
も
共
産
党
の
影
響

を
示
唆
し
て
い
る
」
と
み
な
し
、「
こ
の
嫌
疑
は
共
産
党
の
連
中
が
大

規
模
に
拳
銃
を
所
持
し
て
い
た
近
頃
の
衝
突
で
の
経
験
、
さ
ら
に
は
信

頼
で
き
る
報
告
が
共
産
党
が
さ
ら
に
武
装
に
努
め
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
」と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
、

翌
月
に
は
、
旧
Ｒ
Ｆ
Ｂ
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
あ
る
国
防

軍
の
武
器
庫
か
ら
小
銃
な
ど
二
五
四
丁
を
盗
み
出
す
事
件
も
発
生
し
て

い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
度
重
な
る
不
法
侵
入
と
銃
器
の
窃
盗
を
受
け
て
、

一
九
三
〇
年
三
月
一
一
日
付
で
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
は
「
共
産
党
が
党

拳
銃
（
自
動
装
填
式
、モ
ー
ゼ
ル
な
ど
）、手
榴
弾
、九
八
式
小
銃
、カ
ー

ビ
ン
銃
、
自
動
小
銃
、
機
関
銃
に
関
す
る
訓
練
を
含
ん
で
い
る
。
自
由

な
取
引
で
入
手
可
能
な
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
図
版
が
用
い
ら
れ
る
。

武
器
自
体
の
実
用
的
な
教
授
に
は
極
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
特
に
信
用
が
置
け
る
部
隊
や
グ
ル
ー
プ
内
で
の
み
、
武
器
の
教
授

は
行
わ
れ
る）

11
（

」。
ナ
チ
ス
の
武
器
訓
練
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
先

に
引
用
し
た
『
Ｎ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｐ
に
関
す
る
覚
書
』
に
よ
る
と
、「
Ｓ
Ａ
で

は
武
器
を
使
用
し
た
教
育
が
公
式
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
」
に
も
か

か
わ
ら
ず
、「
時
折
、
武
器
を
用
い
た
授
業
が
行
わ
れ
て
」
お
り
、
す

で
に
一
九
二
八
年
八
月
に
は
小
銃
を
使
用
し
た
訓
練
が
行
わ
れ
て
い

た
。「
Ｓ
Ａ
最
高
指
導
部
は
こ
の
講
習
や
テ
ー
マ
に
つ
い
て
知
っ
て
い

た
だ
け
で
な
く
、
承
認
も
し
て
い
た
。
Ｓ
Ａ
最
高
指
導
部
は
…
必
要
な

注
意
を
払
っ
て
こ
の
講
習
を
行
う
が
、
講
習
内
で
は
直
接
的
な
軍
事
的

指
導
を
口
頭
の
み
で
行
う
よ
う
提
案
し
た
」。
ま
た
、
同
報
告
書
は
、

ヒ
ト
ラ
ー
が
軍
事
的
指
導
を
「
極
め
て
緊
密
な
個
人
サ
ー
ク
ル
内
だ
け

で
口
頭
に
て
行
い
、
文
書
に
よ
る
指
導
を
完
全
に
信
頼
が
お
け
る
党
員

だ
け
に
限
定
す
る
よ
う
に
望
ん
で
い
る
」
と
も
述
べ
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し

た
警
察
側
の
度
重
な
る
報
告
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ナ
チ
ス
も
共

産
党
も
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
末
期
に
は
非
合
法
の
武
器
訓
練
を
導
入
し
、

武
器
の
扱
い
に
習
熟
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。

（
四
）
武
器
の
入
手
方
法

　

で
は
、
ナ
チ
ス
や
共
産
党
は
ど
の
よ
う
に
し
て
武
器
を
入
手
し
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
管
見
の
限
り
、
こ
れ
に
関
す
る
史
料
は
非
常
に
手
薄
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し
て
い
る）

11
（

。
一
九
三
二
年
四
月
に
は
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
地
方
オ
ッ
ペ
ル
ン

O
ppeln

の
住
民
宅
で
小
銃
一
丁
、
照
明
弾
用
拳
銃
一
丁
、
銃
弾
二
一
八

発
が
見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
軍
用
品
で
あ
り
、
こ
の
住
民
は
「
鉄

兜
団
に
近
い
」
立
場
で
あ
っ
た
。
当
局
は
「
こ
れ
ら
の
軍
用
品
が
こ
う

し
た
組
織
に
よ
り
非
合
法
的
な
政
治
に
利
用
さ
れ
る
疑
い
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
前
月
に
オ
ッ
ペ
ル
ン
の
南
の
オ
ー
バ
ー
グ
ロ
ガ
ウ

O
berglogau

に
あ
る
ナ
チ
党
員
宅
で
発
見
さ
れ
た
拳
銃
一
丁
や
銃
弾
約

六
六
〇
〇
発
、
多
数
の
銃
の
部
品
や
備
品
も
、
戦
後
の
内
戦
期
に
由
来

す
る
軍
用
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
三
二
年
一
二
月
に
共
産
党
に
近

い
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
の
住
民
宅
か
ら
回
転
式
拳
銃
一
丁
と
銃
弾
四
一
発
が

見
つ
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
の
住
民
軍Einw

ohnerw
ehr

に
由
来

す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

残
念
な
が
ら
、
わ
ず
か
な
史
料
だ
け
で
は
、
あ
れ
ほ
ど
大
量
の
武
器

を
各
党
派
が
ど
の
よ
う
に
手
に
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
こ
れ
以

上
は
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
銃
器
法
な
ど
の
法
整
備
で
無
許
可
の
武

器
の
氾
濫
を
阻
止
し
て
政
治
的
暴
力
の
統
制
を
は
か
ろ
う
と
し
た
共
和

国
政
府
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
売
買
、
密
輸
、
軍
か
ら
の
流
出
、
武
器

店
・
武
器
庫
か
ら
の
盗
難
な
ど
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
社
会
で
は
武
器
を

入
手
す
る
非
合
法
的
な
手
段
や
ル
ー
ト
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。Ⅳ

．
当
局
に
よ
る
武
器
の
押
収

　

市
中
に
氾
濫
す
る
武
器
の
数
が
増
大
す
る
に
つ
れ
て
、
武
器
の
押
収
件

員
た
ち
を
計
画
的
に
武
器
の
窃
盗
へ
と
焚
き
付
け
、
そ
れ
を
要
求
し
て

お
り
、
こ
の
方
法
で
支
持
者
の
武
装
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と

報
告
し
て
い
る）

1（
（

。
鉱
山
や
採
石
場
か
ら
の
盗
難
に
つ
い
て
も
、
以
下
の

よ
う
な
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
〇
年
三
月
中
旬
、
共
産
党

市
議
会
議
員
の
自
白
に
基
づ
い
て
ア
ー
ヘ
ン
近
郊
の
森
林
で
ダ
イ
ナ
マ

イ
ト
や
爆
薬
が
発
見
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
周
辺
の
鉱
山
や
採
石
場
か
ら

旧
Ｒ
Ｆ
Ｂ
メ
ン
バ
ー
が
盗
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
自

白
し
た
共
産
党
市
議
は
こ
れ
ら
の
爆
薬
か
ら
手
榴
弾
を
製
造
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
認
め
て
い
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
一
九
三
一
年
夏
に
は
ケ
ム

ニ
ッ
ツ
近
郊
の
採
石
場
の
爆
薬
倉
庫
の
壁
が
破
壊
さ
れ
て
、
一
五
〇
キ

ロ
グ
ラ
ム
の
爆
薬
と
二
五
〇
個
の
雷
管
が
盗
ま
れ
て
い
る）

11
（

。こ
の
他
に
、

一
九
三
二
年
二
月
一
五
日
付
で
プ
ロ
イ
セ
ン
内
相
が
、
税
関
か
ら
の
報

告
を
受
け
て
、
共
産
党
が
フ
ラ
ン
ス
な
ど
外
国
か
ら
布
の
塊
に
隠
し
て

武
器
や
弾
薬
を
列
車
で
国
内
に
持
ち
込
ん
で
い
る
と
報
告
し
、
税
関
と

の
協
議
の
上
で
荷
物
の
検
査
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
る）

11
（

。

　

右
翼
側
で
目
に
付
く
の
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
混
乱
状
態
の
中

で
市
中
に
流
出
し
た
武
器
の
入
手
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
一
二
月
六
日
、

ド
イ
ツ
北
部
エ
ッ
ゲ
ジ
ンEggesin

の
鉄
兜
団
支
部
長
宅
の
家
宅
捜
索

で
発
見
・
押
収
さ
れ
た
銃
器
類
の
う
ち
多
く
は
一
九
二
四
年
二
月
に
共

産
党
に
対
抗
す
る
た
め
に
国
防
軍
か
ら
配
布
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た）

11
（

。

一
九
三
〇
年
七
月
初
旬
に
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
地
方
リ
ー
ク
ニ
ッ
ツ

Liegnitz

の
住
民
（
党
派
不
明
）
の
自
宅
か
ら
マ
シ
ン
ガ
ン
三
丁
と
銃

弾
四
六
〇
発
が
発
見
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
住
民
は
グ
ロ
ガ
ウG

logau

に
駐
屯
し
て
い
た
義
勇
軍
か
ら
こ
う
し
た
武
器
を
受
け
取
っ
た
と
供
述
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銃
器
は
六
四
四
丁

（
ナ
チ
ス
が
四
九
件
、

共
産
党
が
一
六
九

件
）
で
あ
り
、
銃
弾

は
約
一
五
〇
〇
〇
発

に
及
ん
で
い
た
。
さ

ら
に
、
表
５
は

一
九
三
〇
年
か
ら

三
一
年
九
月
に
か
け

て
プ
ロ
イ
セ
ン
で
押

収
さ
れ
た
ナ
チ
ス
所

有
の
武
器
・
弾
薬
類

の
一
覧
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
る
と
、
銃
器

の
押
収
点
数
だ
け
で

四
六
一
丁
で
あ
り
、

そ
れ
に
加
え
て
打
撃

武
器
や
刀
剣
武
器
が

一
〇
〇
〇
点
以
上
、

さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な

日
常
生
活
の
道
具
が

「
武
器
」
と
み
な
さ

れ
て
押
収
さ
れ
て
お

り
、
武
器
が
非
常
に

数
も
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
表
３
は
プ
ロ
イ
セ
ン
お
よ
び
ベ
ル

リ
ン
で
の
政
治
的
集
会
へ
の
警
察
の
介
入
件
数
と
、
そ
こ
で
押
収
し
た
武

器
の
点
数
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
警
察
に
よ
る
集
会
へ
の
介

入
件
数
の
増
大
に
つ
れ
て
武
器
の
押
収
件
数
も
増
加
し
て
お
り
、

一
九
三
二
年
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
で
二
三
五
六
点
の
武
器
が
押
収
さ

れ
、
そ
の
う
ち
銃
器
は
六
〇
〇
丁
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
ベ
ル
リ
ン
で
押

収
さ
れ
た
武
器
数
は
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
の
三
四・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
銃

器
に
限
定
す
れ
ば
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
の
七
二・
三
％
に
あ
た
る
四
三
六
丁

が
ベ
ル
リ
ン
で
押
収
さ
れ
て
い
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
は
す
で
に

一
九
二
九
年
の

段
階
で
こ
う
し

た
集
会
で
の
武

器
の
押
収
件
数

の
増
大
を
危
惧

し
て
お
り
、「
政

治
的
闘
争
に
お

け
る
さ
ら
な
る

粗
暴
化
の
兆

候）
11
（

」
と
み
な
し

て
い
る
。ま
た
、

表
４
に
よ
る

と
、
ベ
ル
リ
ン

で
一
九
三
一
年

に
押
収
さ
れ
た

【表４】ベルリンで発見・押収された武器・弾薬類（1931）
武器・弾薬類の種類 NS SH 他の右翼

政党 RB KPD その他 無党派 /
所有者不明 計

銃器 49 1 1 - 169 4 420 644

打撃・刀剣武器 18 1 1 - 140 - 1015 1175

他の危険な道具類 58 2 2 8 127 - 16 213

その他の武器 - - - - - - 5 5

歩兵銃用弾薬類 - - - - 382 - 7958 8340

ピストル用弾薬類 69 - - - 629 - 5900 6598
手榴弾および
手製弾薬類 - - - - - - 80 80

他の弾薬 - - - - 1 - 1 2

計 194 4 4 8 1448 4 15395 17057

GStA, Rep.77, Tit.4043, Nr.121, Bl.296f. より作成。

【表３】警察が介入した政治的集会とその際に押収された武器
Ａ．プロイセン

年

警察の介入件数 押収された武器（点）
a b 計

（a+b） A B C 計
（A+B+C）

屋外 屋内 銃器 刀剣類 その他の
武器

1928 196 122 318 23 129 145 297
1929 333 246 579 33 181 240 454
1930 1579 915 2494 149 323 608 1080
1931 1474 1430 2904 329 516 647 1492
1932 2146 3150 5296 600 820 936 2356

Ｂ．ベルリン（1929年の記録が欠如）

年

警察の介入件数 押収された武器（点）
a b 計

（a+b） A B C 計
（A+B+C）

屋外 屋内 銃器 刀剣類 その他の
武器

1928 43 16 59 3 3 1 7
1930 975 330 1305 89 16 294 399
1931 589 701 1290 239 163 211 613
1932 1088 2185 3273 436 249 131 816

GStA, Rep.77, Tit.4043, Nr.119, Bl.77, 227, 338, Nr.120, Bl.31, Nr.121, Bl.78, 
131, Nr.122, Bl.420, 454より作成。
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出
な
い
が
、
こ
こ
で
も
武
器
の
押
収
の
日
常
化
や
武
器
（
特
に
銃
器
）

の
市
中
氾
濫
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
六
五
件
の
う
ち
、
ナ
チ
ス
が
三
七

件
、
共
産
党
が
二
九
件
で
関
わ
っ
て
お
り
、
両
者
で
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事

例
を
占
め
て
い
る
。
以
下
で
は
、
武
器
の
発
見
・
押
収
の
状
況
を
大
き

く
三
つ
に
分
け
て
い
く
つ
か
の
事
例
を
確
認
し
た
い
。

　

第
一
に
、
集
会
や
デ
モ
行
進
の
際
に
警
察
が
参
加
者
に
対
し
て
行
っ

た
武
器
検
査
の
結
果
で
あ
り
、
街
頭
で
の
暴
力
が
活
発
化
す
る
以
前
の

一
九
二
〇
年
代
後
半
に
多
い
（
八
件
）。
例
え
ば
、
一
九
二
七
年
五
月

四
日
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
ナ
チ
ス
の
集
会
（
約
二
六
〇
〇
名
参
加
）
の
後

の
武
器
検
査
で
は
銃
器
や
様
々
な
刀
剣
・
打
撃
武
器
三
八
点
が
発
見
さ

れ
て
い
る
［
表
６
の
通
し
番
号
1
、
以
下
番
号
の
み
表
示
］。

一
九
三
〇
年
一
月
一
〇
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
ハ
イ
ン
で

開
催
さ
れ
た
共
産
党
の
集
会
で
は
、
さ
ら
に
多
数
の
武
器
・
銃
弾
が
発

見
さ
れ
、
銃
器
一
二
点
の
中
に
は
二
丁
の
自
動
小
銃
も
含
ま
れ
て
い
た

［
13
］。
こ
の
二
週
間
ほ
ど
後
に
同
じ
く
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
ハ
イ
ン
で
開

催
さ
れ
た
ナ
チ
ス
の
集
会
は
参
加
者
約
一
四
〇
〇
名
の
う
ち
共
産
党
員

が
八
〇
〇
名
を
占
め
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
警
察
は
拳
鍔
一
九

個
な
ど
多
数
の
刀
剣
・
打
撃
武
器
を
押
収
し
て
い
る
［
15
］。

　

第
二
に
、
政
敵
へ
の
襲
撃
や
敵
対
者
ど
う
し
の
衝
突
の
後
の
武
器
検

査
の
結
果
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
捜
査
の
結
果
で
あ
る
（
一
三
件
）。
表

６
の
最
初
の
事
例
も
こ
れ
に
該
当
す
る
が
、
ナ
チ
ス
の
行
進
に
共
産
党

員
や
国
旗
団
員
が
随
行
し
て
そ
の
ま
ま
乱
闘
に
な
り
、
未
確
認
な
が
ら

ナ
チ
ス
側
か
ら
の
発
砲
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
押
収
さ
れ
た
武

器
は
ナ
チ
ス
側
か
ら
の
発
見
物
で
あ
る
が
、
共
産
党
側
も
銃
や
手
榴
弾

多
量
か
つ
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

　

次
に
、
武
器
の
押
収
に
つ
い
て
の
個
別
の
事
例
を
見
て
み
た
い
。
巻

末
の
表
６
は
、
史
料
で
確
認
で
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
州
内
お
よ
び
ベ
ル
リ

ン
で
警
察
が
多
数
の
武
器
を
押
収
し
た
事
件
の
一
覧
で
あ
る
。
も
と
よ

り
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
事
例
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
サ
ン
プ
ル
の
域
を

数量 内容 数量 内容
A．武器類

26 64

その他の危険な道具
1 317 回転式拳銃 1 角型鉄材�Winkeleinsen
2 3 MG 拳銃 4 旗竿
3 34 軍用小銃 16 スパナ
4 2 軍用小銃（旧式） 1 槍
5 1 銃剣�Bajonett 3 鉄棒
6 16 カービン銃 3 ドアの取っ手
7 7 猟銃 8 自転車用スパナ
8 9 テシング（小口径銃） 5 自転車用鎖
9 3 携帯用テシング 4 渦巻ばね�Spiralfeder
10 3 フローベール銃�Flobertbüchsen 2 短剣�Stilett
11 16 銃剣�Seitengewehre 1 鉄製の矢
12 5 剣�Degen 1 手万力
13 66 威嚇射撃拳銃 1 はさみ
14 1 ガス拳銃 3 渦巻ばね
15 361 短刀、ナイフなど 3 チェーン錠�Kettenschlösser
16 299 殺し棒、拳鍔および鉄製鞭 1 鉄針 Eisendorn
17 201 ゴム製棍棒およびゴムホース 2 帯革用バックル�Leibriemenschlösser
18 19 牛皮製の鞭 1 旗の先端部
19 106 散歩用ステッキ 4 ペンチ
20 15 鋤 Ｂ．弾薬類
21 6 ハンマー 1 2544 実包類
22 2 手斧 2 13 ダムダム弾
23 77 棍棒 3 1 雷管が入った箱（雷管の数は不明）
24 33 肩ベルト、皮ベルト 4 2 パイロライト爆薬が入った包み
25 9 犬用および乗馬用の鞭 5 1 実包が入った箱（実包の数は不明）

6 11 実包入り弾倉
GStA,Rep.77,Tit.4043,Nr.300,Bl.423より作成。

【表５】プロイセンで発見・押収されたナチスの武器・弾薬（1930年１月１日～1931年９月30日）
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器
の
発
見
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
六
月
二
〇
日
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

で
発
生
し
た
警
官
へ
の
発
砲
事
件
で
、
翌
二
一
日
に
行
わ
れ
た
容
疑
者

の
共
産
党
員
の
婚
約
者
宅
へ
の
家
宅
捜
索
で
三
階
の
倉
庫
部
屋
か
ら
銃

器
五
丁
と
銃
弾
八
七
発
が
見
つ
か
っ
て
い
る
［
50
］。
ま
た
、
一
九
三
二

年
七
月
一
日
に
発
生
し
た
ナ
チ
ス
・
Ｓ
Ａ
へ
の
共
産
党
員
に
よ
る
銃
撃

殺
害
事
件
を
受
け
て
、
五
日
に
事
件
現
場
付
近
で
実
施
さ
れ
た
家
宅
捜

索
で
は
銃
撃
と
は
無
関
係
の
共
産
党
員
宅
か
ら
拳
銃
二
丁
や
銃
弾
二
九

発
、
棍
棒
や
拳
鍔
な
ど
の
打
撃
武
器
が
押
収
さ
れ
て
い
る
［
53
］。
機
関

銃
が
発
見
さ
れ
る
事
例
も
あ
り
、一
九
三
二
年
一
〇
月
一
四
日
に
ハ
ノ
ー

フ
ァ
ー
で
共
産
党
と
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
商
人
宅
の
屋
根
裏
か
ら
重

機
関
銃
一
丁
と
銃
弾
一
七
五
〇
発
が
見
つ
か
り
［
62
］、
同
年
一
一
月

二
九
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
か
ら
北
西
へ
約
一
〇
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
バ
ー

ト
・
ヴ
ィ
ル
ス
ナ
ッ
ク
で
は
、
Ｓ
Ａ
中
隊
長
宅
で
軽
機
関
銃
一
丁
の
ほ

か
に
小
銃
三
丁
、
カ
ー
ビ
ン
銃
二
丁
、
拳
銃
三
丁
、
銃
弾
九
〇
〇
発
、

手
榴
弾
二
個
な
ど
多
数
の
武
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
［
64
］。

　

個
人
宅
と
と
も
に
特
徴
的
な
の
が
、
政
治
的
酒
場
で
の
武
器
の
発
見

で
あ
る
。
Ｐ
・
ス
ウ
ェ
ッ
ト
は
酒
場
の
政
治
的
機
能
の
一
つ
と
し
て「
武

器
の
隠
匿
場
所
」
を
挙
げ
て
い
る
が）

11
（

、こ
の
表
中
の
酒
場
の
多
さ
（
一
三

件
）
は
そ
の
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
す
で
に
一
九
二
八

年
一
二
月
三
日
に
は
デ
ュ
イ
ス
ブ
ル
ク
郊
外
の
デ
ィ
ン
ス
ラ
ー
ケ
ン
の

共
産
党
酒
場
で
カ
ー
ビ
ン
銃
二
丁
に
加
え
て
一
七
五
個
も
の
柄
つ
き
手

榴
弾
が
押
収
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
は
か
な
り
錆
び
て
使
用
で
き
な
い

状
態
だ
っ
た
［
8
］。
一
九
三
〇
年
一
月
九
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
・
ク
ロ

イ
ツ
ベ
ル
ク
の
共
産
党
の
常
連
酒
場
で
拳
銃
三
丁
、
拳
鍔
や
「
殺
し
棒

を
携
行
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
［
1
］。
か
な
り
後
で
あ
る
が
、

一
九
三
二
年
一
一
月
六
日
に
ベ
ル
リ
ン
・
シ
ュ
パ
ン
ダ
ウ
で
ナ
チ
ス
が

社
会
民
主
党
員
を
襲
撃
・
負
傷
さ
せ
た
事
件
で
は
、
ナ
チ
ス
側
が
逃
走

時
に
使
用
し
た
乗
用
車
二
台
の
中
か
ら
拳
銃
二
丁
な
ど
が
発
見
さ
れ
て

い
る
［
63
］。
ま
た
、
犯
行
現
場
に
多
数
の
武
器
が
残
さ
れ
て
押
収
さ
れ

る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
一
年
九
月
二
四
日
に
ベ
ル
リ

ン
北
郊
の
オ
ラ
ニ
エ
ン
ブ
ル
ク
の
共
産
党
酒
場
を
ナ
チ
ス
が
発
砲
し
た

際
、
発
砲
現
場
に
は
多
数
の
打
撃
武
器
が
残
さ
れ
て
い
た
［
34
］。
同
年

一
〇
月
一
九
日
に
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
テ
の
ナ
チ
ス
の
酒
場
に
向
け
て
共

産
党
が
銃
撃
し
た
際
に
は
、
現
場
に
三
丁
の
拳
銃
や
弾
倉
・
銃
弾
が
多

数
残
さ
れ
、
現
場
近
く
で
逮
捕
さ
れ
た
共
産
党
員
二
名
か
ら
も
拳
銃
が

発
見
さ
れ
て
い
る
［
35
］。
一
九
三
二
年
六
月
二
三
日
に
ベ
ル
リ
ン
・
リ

ヒ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
共
産
党
と
ナ
チ
ス
の
銃
撃
戦
が
発
生
し
た
が
、
駆
け

付
け
た
警
官
が
付
近
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
拳
銃
四
丁
や
弾
倉
四
個
、
銃

弾
一
三
発
、空
薬
莢
六
個
な
ど
が
現
場
に
落
ち
て
い
た
［
51
］。
さ
ら
に
、

襲
撃
し
た
犯
人
が
逃
走
中
に
武
器
を
投
げ
捨
て
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。

一
九
三
一
年
一
一
月
九
日
、
ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
テ
で
共
産
党
の
酒
場
を

見
張
っ
て
い
た
ナ
チ
党
員
が
警
官
か
ら
逃
走
す
る
途
中
で
投
げ
捨
て
た

ト
ラ
ン
ク
ケ
ー
ス
の
中
に
は
拳
銃
三
丁
と
実
弾
二
八
発
が
入
っ
て
い
た

［
36
］。
一
九
三
二
年
三
月
四
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
・
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
ン
ブ

ル
ク
で
ナ
チ
ス
と
の
衝
突
後
に
逃
走
す
る
共
産
党
員
が
公
園
で
小
型
拳

銃
一
丁
、
ナ
イ
フ
三
本
な
ど
を
投
げ
捨
て
て
い
る
［
42
］。

　

第
三
に
、
家
宅
捜
索
に
よ
っ
て
武
器
が
発
見
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、

こ
れ
が
最
も
多
い
（
四
三
件
）。
そ
の
中
で
も
多
い
の
が
個
人
宅
で
の
武
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書
斎
）
が
あ
る
。
上
階
に
は
三
部
屋
あ
り
、
軍
隊
用
ベ
ッ
ド
が
備
え
付

け
ら
れ
て
い
る
。
屋
階
に
は
二
つ
の
部
屋
が
あ
り
、
旅
行
中
の
Ｓ
Ａ
隊

員
が
宿
泊
で
き
る
。
地
階
は
日
中
は
ラ
ウ
ン
ジ
や
食
事
を
と
る
た
め
に

使
わ
れ
て
い
る
。
上
階
で
は
二
五
名
を
夜
間
に
収
容
で
き
る
。
ハ
イ
ム

を
一
時
的
に
だ
け
訪
れ
る
Ｓ
Ａ
隊
員
の
数
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
る
。

Ｓ
Ａ
調
理
室
か
ら
は
毎
日
五
〇
名
以
上
の
食
事
が
提
供
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
で
は
、
さ
ら
に
指
揮
官
と
六
～
八
名
の
規
模
の
恒
常
的
な

見
張
り
が
置
か
れ
て
い
る）

11
（

」。
ま
た
、
同
じ
く
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
地
方
ヤ

ウ
ア
ーJauer

の
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ

て
い
る
。「
ヤ
ウ
ア
ー
に
設
立
さ
れ
た
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
は
…
失
業
し
た
Ｓ

Ａ
隊
員
や
ナ
チ
党
員
、
特
に
公
的
資
金
か
ら
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
ご

く
わ
ず
か
し
か
支
援
金
を
受
け
取
れ
な
い
者
、
両
親
や
他
の
家
族
か
ら

支
援
を
受
け
ら
れ
な
い
者
、
そ
し
て
も
は
や
寝
場
所
の
代
金
を
支
払
う

こ
と
が
で
き
な
い
者
の
宿
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
旅
行
中

の
党
員
に
は
希
望
に
応
じ
て
宿
や
食
事
の
提
供
が
保
証
さ
れ
て
い
る
。

ハ
イ
ム
は
大
き
な
寝
室
な
ら
び
に
居
間
、
料
理
室
、
Ｓ
Ａ
指
導
部
が
事

務
所
で
使
用
し
て
い
る
小
部
屋
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。（
ハ
イ
ム
に

は
）
一
二
室
の
ベ
ッ
ド
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ

ム
で
は
六
名
の
地
元
の
Ｓ
Ａ
隊
員
が
生
活
し
て
お
り
、
さ
ら
に
六
名
の

転
入
が
見
込
ま
れ
る）

11
（

」。

　

こ
う
し
た
福
祉
施
設
と
し
て
の
役
割
以
上
に
重
要
だ
っ
た
の
が
、
Ｓ

Ａ
ハ
イ
ム
の
「
兵
営
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
り
、
武
器
の
隠
匿
・
保
管

場
所
と
し
て
の
機
能
で
あ
っ
た
。
表
６
に
よ
る
と
、
マ
グ
デ
ブ
ル
ク
の

カ
イ
ザ
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
通
り
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
で
は
一
九
三
一
年
八

Totschläger

」（
棍
棒
の
一
種
）
な
ど
多
数
の
打
撃
武
器
が
発
見
さ
れ

た
か
と
思
え
ば
［
12
］、
そ
の
三
か
月
後
の
四
月
二
二
日
に
は
ベ
ル
リ

ン
・
テ
ー
ゲ
ル
の
突
撃
隊
酒
場
で
拳
銃
一
丁
、
短
刀
一
本
の
他
に
拳
鍔

一
一
個
と
ゴ
ム
製
棍
棒
二
本
が
押
収
さ
れ
て
い
る
［
18
］。
さ
ら
に
、

一
九
三
二
年
七
月
一
三
日
に
は
ベ
ル
リ
ン
・
カ
ー
ル
ス
ホ
ル
ス
ト
の
ナ

チ
ス
の
常
連
酒
場
と
同
じ
建
物
内
の
小
部
屋
か
ら
拳
銃
七
丁
な
ど
が
発

見
さ
れ
た
が
、
す
べ
て
の
拳
銃
に
は
銃
弾
が
装
填
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら

に
、
こ
の
酒
場
内
で
も
小
口
径
拳
銃
や
ガ
ス
銃
、
棍
棒
が
見
つ
か
り
、

そ
の
後
、
店
主
の
自
宅
か
ら
も
銃
剣
や
実
弾
二
五
発
が
押
収
さ
れ
て
い

る
［
54
］。
政
治
的
酒
場
は
こ
う
し
た
武
器
の
隠
匿
・
保
管
場
所
の
み

な
ら
ず
、
政
敵
へ
の
攻
撃
の
「
基
地
」
と
し
て
も
機
能
し
て
お
り
、
ワ

イ
マ
ル
共
和
国
末
期
に
は
当
局
が
こ
れ
を
重
点
的
に
取
り
締
ま
り
、
場

合
に
よ
っ
て
は
閉
鎖
措
置
を
講
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た）

1（
（

。

　

家
宅
捜
索
の
も
う
一
つ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
が
、
ナ
チ
ス
突
撃
隊
の
「
Ｓ

Ａ
ハ
イ
ムSA

-H
eim

」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
一
〇
件
と
な
っ
て
い
る
。

Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
と
は
一
九
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
ド
イ
ツ
各
地
に
設
置
さ
れ
た

Ｓ
Ａ
の
宿
泊
施
設
で
あ
り
、
と
り
わ
け
失
業
中
の
Ｓ
Ａ
隊
員
は
こ
こ
で

安
価
な
食
事
や
寝
場
所
を
手
に
入
れ
、
日
が
な
一
日
を
過
ご
し
、
場
合

に
よ
っ
て
は
臨
時
の
仕
事
の
斡
旋
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
九
三
二
年
一
月
五
日
付
の
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
地
方
リ
ー
ク
ニ
ッ
ツ
の
行

政
報
告
は
、
グ
ロ
ガ
ウ
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
建
物
は
地
下
、
地
階
、
屋
階
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
地
下

に
は
Ｓ
Ａ
調
理
室
、
見
張
り
部
屋W

achraum

、
四
つ
の
小
貯
蔵
室
が

あ
り
、
地
階
に
は
大
き
な
ラ
ウ
ン
ジ
一
室
と
二
つ
の
部
屋
（
読
書
室
や
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時
に
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
は
隊
員
を
規
律
化
す
る
た
め
の
場
所
で
も
あ
っ
た）

11
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。「
内
政
状
況
の
尖
鋭
化
に
伴
い
、
ナ
チ
ス
は
、
す
で
に
早
く
か
ら

存
在
し
て
い
た
Ｓ
Ａ
の
〝
常
連
酒
場
〟
と
並
ん
で
、
各
地
に
特
別
な
拠

点
、
い
わ
ゆ
る
〝
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
〟
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兵
営

の
よ
う
に
ベ
ッ
ド
、
ロ
ッ
カ
ー
、
炊
事
設
備
を
備
え
、
歩
哨
が
警
備
す

る
空
間
に
は
、
か
な
り
多
数
の
（
個
々
の
場
合
で
五
〇
名
ま
で
）
失
業

中
の
Ｓ
Ａ
隊
員
が
宿
泊
し
て
い
る
。
党
の
任
務
上
、
社
会
福
祉
施
設
に

カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
、
こ
の
〝
兵
営
〟
が
示
し
て
い
る
の
は
Ｓ
Ａ

の
軍
隊
化
へ
の
さ
ら
な
る
一
歩
で
あ
る
。
そ
の
戦
術
的
目
標
は
兵
力
の

恒
常
的
な
召
集
準
備
で
あ
る）

11
（

」。
Ｓ
Ａ
の
武
装
化
が
か
な
り
進
ん
で
い

た
こ
と
は
、
表
６
の
記
載
事
例
の
他
に
、
一
九
三
〇
年
一
二
月
二
日
に

Ｓ
Ａ
隊
員
約
三
〇
〇
名
が
「
宿
営
」
し
て
い
た
ニ
ー
ダ
ー
シ
ュ
レ
ジ
エ

ン
の
ヤ
シ
ュ
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
城
へ
の
家
宅
捜
索
の
記
録
か
ら
も
明
ら
か
に

な
っ
て
く
る
。
こ
の
捜
索
に
よ
り
、
宿
営
地
の
城
内
で
は
Ｓ
Ａ
が
持
ち

込
ん
だ
小
銃
・
カ
ー
ビ
ン
銃
・
拳
銃
な
ど
の
銃
器
三
三
点
、
刀
剣
武
器

七
六
点
、
打
撃
武
器
四
八
点
、
銃
弾
約
八
五
〇
発
が
押
収
さ
れ
て
い

る）
1（
（

。
表
６
に
関
し
て
、
こ
の
他
に
も
二
〇
〇
〇
発
以
上
（
場
合
に
よ
っ

て
は
六
〇
〇
〇
発
以
上
）
の
銃
弾
が
見
つ
か
っ
た
事
例
や
一
〇
丁
以
上

の
銃
器
が
一
度
に
押
収
さ
れ
た
事
例
も
散
見
さ
れ
、
そ
う
し
た
事
例
が

氷
山
の
一
角
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
ワ
イ
マ
ル
期
の
ド
イ
ツ

社
会
に
は
そ
れ
こ
そ
「
無
数
」
の
武
器
が
拡
散
し
て
い
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

月
一
一
日
に
警
察
の
家
宅
捜
索
が
実
施
さ
れ
、
銃
器
二
丁
の
ほ
か
に
多

数
の
刀
剣
・
打
撃
武
器
が
発
見
さ
れ
て
い
る
［
27
］。
そ
の
中
に
は
台

所
ナ
イ
フ
や
肉
用
ナ
イ
フ
も
含
ま
れ
て
い
た
が
、
現
地
の
行
政
当
局
が

プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省
に
宛
て
た
文
書
で
は
「
こ
れ
ら
の
ナ
イ
フ
が
調
理

場
で
は
な
く
、
寝
室
に
あ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
一
部
は
ベ
ッ
ド
や
キ
ャ

ビ
ネ
ッ
ト
の
後
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

11
（

。

行
政
当
局
は
「
こ
う
し
た
危
険
な
武
器
が
、
特
に
政
治
的
に
過
激
な
組

織
の
手
で
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
公
共
の
安
全
や
秩
序
に
と
っ
て

著
し
い
危
険
で
あ
る
」
点
を
強
調
し
、「
こ
の
理
由
か
ら
、
Ｓ
Ａ
ハ
イ

ム
の
…
さ
ら
な
る
存
続
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
こ
の

施
設
の
閉
鎖
に
踏
み
切
っ
て
い
る）

11
（

。
同
年
九
月
四
日
に
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド

ル
フ
で
発
生
し
た
ナ
チ
ス
と
共
産
党
の
間
の
多
数
の
衝
突
を
受
け
て
実

施
さ
れ
た
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
へ
の
家
宅
捜
索
で
は
、
内
部
の
「
武
器
庫
」
か

ら
回
転
式
拳
銃
三
丁
や
多
数
の
刀
剣
・
打
撃
武
器
が
押
収
さ
れ
て
い
る
。

［
32
］。
さ
ら
に
一
九
三
二
年
八
月
二
日
の
行
政
報
告
に
よ
る
と
、
シ
ュ

レ
ジ
エ
ン
地
方
オ
ッ
ペ
ル
ン
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
で
は
重
機
関
銃
ま
で
が
押

収
さ
れ
て
い
る
［
58
］。
こ
う
し
た
武
器
の
隠
匿
を
含
め
て
、
Ｓ
Ａ
ハ

イ
ム
は
軍
事
訓
練
を
行
い
、
軍
隊
的
規
律
が
貫
徹
さ
れ
た
「
兵
営
」
で

あ
り
、「
ナ
チ
ス
の
攻
撃
の
イ
ン
フ
ラ
的
後
ろ
盾）

11
（

」
で
あ
っ
た
。

　

ラ
イ
ヒ
ャ
ル
ト
は
こ
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
が
も
つ「
軍
隊
的
特
徴
」と「
福

祉
救
護
的
性
格
」
の
二
面
性
を
指
摘
し）

11
（

、そ
れ
を
「
統
制
と
社
交
」、「
訓

練
と
物
質
的
依
存
」
が
結
合
し
た
「
社
会
福
祉
的
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム）

11
（

」
と

呼
ん
で
い
る
。
Ｓ
Ａ
隊
員
に
と
っ
て
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
は
「
生
活
の
中
心
」

で
あ
り
、
共
同
生
活
を
す
る
仲
間
は
「
代
理
家
族
」
で
あ
っ
た
が
、
同
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ク
タ
ー
に
よ
る
挑
戦
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
国
家
権
力
が

暴
力
に
対
す
る
十
分
な
抑
止
機
能
を
持
ち
え
な
い
な
ら
ば
、
政
治
的
な

紛
争
解
決
の
日
常
的
な
形
態
と
し
て
常
に
暴
力
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る

こ
と
に
な
る）

11
（

。
こ
の
状
況
は
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
い
て
国
家
を
危

機
に
陥
れ
る
具
体
的
で
切
迫
し
た
問
題
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
ハ
ウ
プ
ト
は
南
米
を
事
例
に
「
国
家
の
樹
立
以
前
に
存
在
し
て
い

た
暴
力
文
化G

ew
altkultur

を
抑
え
込
み
、
そ
れ
を
形
成
さ
れ
る
近
代

国
家
へ
と
統
合
す
る
こ
と
…
に
成
功
し
な
け
れ
ば
…
暴
力
が
日
常
的
儀

礼
や
日
常
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
部
と
し
て
受
容
さ
れ
る
社
会

が
形
成
さ
れ
う
る）

11
（

」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
ワ
イ

マ
ル
共
和
国
の
状
況
も
説
明
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
国
家
に
よ

る
暴
力
独
占
が
不
十
分
な
状
況
下
で
、
異
質
で
多
様
な
政
治
的
立
場
や

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
存
在
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
や
革
命
・
反
革
命
の
対

立
の
中
で
の
暴
力
経
験
が
結
び
付
い
た
結
果
、
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
で
は

政
治
的
対
立
を
暴
力
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
一
種
の
政
治
文
化

と
し
て
根
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、
武
器
の
氾
濫
が
こ
う
し
た

政
治
的
暴
力
を
助
長
す
る
一
方
で
、
政
治
的
暴
力
の
活
発
化
が
武
器
の

入
手
と
使
用
を
頻
繁
化
さ
せ
る
と
い
う
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
が
生
じ
、
共

和
国
末
期
に
は
国
家
が
私
人
に
よ
る
暴
力
の
行
使
を
暴
力
で
抑
え
込
も

う
と
す
る
光
景
が
日
常
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

註（
１
）　B

essel, R
ichard, Political Violence and the Rise of N

azism
: the 

Storm
 Troopers in Eastern G

erm
any 1925-1934,�N

ew
�H

aven/�

お
わ
り
に

　

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
に
お
け
る
「
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
」
の
不
完
全

さ
は
そ
の
ま
ま
国
家
に
よ
る
「
武
器
の
独
占
」
の
不
完
全
さ
と
重
な
り

合
っ
て
お
り
、
武
器
の
市
中
氾
濫
は
第
一
次
世
界
大
戦
や
革
命
に
伴
う

混
乱
の
影
響
が
残
る
共
和
国
前
期
の
み
な
ら
ず
、
中
期
以
降
も
続
い
て

い
た
。
本
稿
は
こ
の
点
に
注
目
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
等
閑
視
さ
れ

て
き
た
一
九
二
四
年
以
降
の
党
派
対
立
型
暴
力
に
お
け
る
武
器
の
氾
濫

状
況
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
少
々
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
ワ
イ
マ
ル
共

和
国
で
は
政
治
的
街
頭
闘
争
に
参
加
す
る
者
は
誰
で
も
武
器
を
手
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
は
、
比
較
的
簡
単
に
入

手
で
き
る
刀
剣
・
打
撃
武
器
が
パ
ラ
ミ
リ
タ
リ
ー
組
織
の
メ
ン
バ
ー
に

と
っ
て
携
行
必
需
品
と
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
銃
器
や
爆
発
物
へ
の
ア

ク
セ
ス
が
容
易
だ
っ
た
点
で
あ
り
、
拳
銃
か
ら
小
銃
や
カ
ー
ビ
ン
銃
、

ひ
い
て
は
機
関
銃
や
手
榴
弾
ま
で
が
次
々
と
押
収
さ
れ
る
状
況
か
ら

は
、
武
器
の
広
が
り
の
深
刻
さ
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
ワ
イ
マ
ル

共
和
国
の
社
会
が
絶
え
ず
政
治
的
暴
力
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

背
景
に
は
間
違
い
な
く
こ
の
武
器
の
氾
濫
と
使
用
の
常
態
化
が
あ
り
、

こ
う
し
た
状
況
が
結
果
を
よ
り
悲
惨
な
も
の
に
し
て
い
た）

11
（

。

　

エ
ン
ツ
マ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
社
会
の
中
で
発
生
し
う
る
暴
力
か
ら

市
民
を
保
護
す
る
こ
と
が
近
代
国
家
の
中
核
的
な
任
務
で
あ
る
な
ら

ば
、
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
は
近
代
国
家
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
と

な
る
。
し
か
し
、
理
論
上
は
と
も
か
く
、
現
実
的
に
は
国
家
は
暴
力
を

完
全
に
独
占
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
社
会
秩
序
は
絶
え
ず
非
国
家
的
ア
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（
９
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
岡
田
は
「
近
代
国
家
に
お
い
て
、
個
人
は
原
則

と
し
て
自
力
救
済
を
放
棄
す
る
の
と
引
き
換
え
に
国
家
に
よ
る
権
利
保

護
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
指
摘
し
（
岡
田
、
前
掲
論
文
、

二
四
三
頁
）、
シ
ュ
ラ
ウ
ト
は
「
政
府
へ
の
暴
力
独
占
の
移
譲
に
よ
っ

て
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
暴
力
を
用
い
る
権
利
の
主
張
を
市
民
が
放

棄
す
る
こ
と
で
あ
る
」（S chraut, Sylvia, Terrorism

us und politische 
G

ew
alt, G

öttingen 2018, S.67

）、
グ
リ
ム
も
「
暴
力
独
占
は
私
人
か

ら
暴
力
行
使
の
た
め
の
権
利
を
取
り
除
き
、
そ
れ
を
国
家
に
移
譲
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
三
〇
頁
）。

　
（
10
）　Schraut, a.a.O

., S.68.

「
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
に
至
る
ま
で
強
調
さ
れ
て
き
た
の
は
、
市
民
的
・
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
生
活
は
物
理
的
な
脅
迫
に
対
し
て
市
民
を
保
護
す
る
こ
と
な
く
し

て
不
可
能
で
あ
り
、
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
国
家
に
よ
っ
て
情
報
交
換
と
利

益
実
現
の
場
と
し
て
の
社
会
を
恣
意
的
な
侵
害
や
干
渉
か
ら
保
護
す
る

機
関
が
必
要
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
」（H

aupt, a.a.O
., S.35

）。

　
（
11
）　Schulz, a.a.O

., S.10.

　
（
12
）　Schraut, a.a.O

., S.16.

　
（
13
）　

グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
三
四
頁
。

　
（
14
）　

R
eem

tsm
a, Jan Philipp, G

ew
alt: M

onopol, D
elegation, 

Partizipation, in: H
eitm

eyer, W
ilhelm

/ Soeffner, H
ans-G

eorg (H
rsg.), 

G
ewalt: Entwicklungen, Strukturen, Analyseproblem

e, Frankfurt a.M
. 

2004, S.349.
　
（
15
）　R

eichardt, Sven, C
ivility, V

iolence and C
ivil Society, in: K

eane, 
John (ed.), C

ivil Society: Berlin Perspectives, N
ew

 York/ O
xford 

2006, p.149. V
gl. H

aupt, a.a.O
., S.38. 

　
（
16
）　

グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
三
五
頁
。

　
（
17
）　Eppler, Erhard, Vom

 G
ew

altm
onopol zum

 G
ew

altm
arkt?: D

ie 
Privatisierung und K

om
m

erzialisierung der G
ew

alt, Frankfurt a.M
. 

London�1984,� p.76.

「
政
治
的
な
階
層
を
越
え
た
諸
政
党
は
、
集
会
を

防
衛
す
る
た
め
の
一
団
を
組
織
す
る
必
要
を
感
じ
、
多
数
の
人
び
と
が

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
が
崩
壊
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
政
治
的
な
衝
突
で
殺

害
さ
れ
、
数
百
人
が
負
傷
し
た
。
暴
力
は
ド
イ
ツ
の
政
治
の
遍
在
的
な

特
徴
と
な
っ
た
の
で
あ
る
」（D

ers. Violence: A M
odern O

bsession, 
London/ N

ew
 York/ Sydney/ Tronto/ N

ew
 D

elhi 2015, p.111

）。

　
（
２
）　Schulz, Petra M

aria, Ästhetisierung von G
ew

alt in der W
eim

arer 
Republik, M

ünster 2004, S.12.

　
（
３
）　Ebenda, S.15.

　
（
４
）　Ebenda, S.10.

　
（
５
）　

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
の
政
治
的
暴
力
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
ワ

イ
マ
ル
共
和
国
中
・
後
期
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
に
関
す
る
研
究
の
現

状
」『
鳴
門
教
育
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
四
巻
、
二
〇
一
九
年
を
参
照
。

　
（
６
）　
「
近
代
国
家
は
「
合
法
的
な
物
理
的
暴
力
行
為
」
を
要
求
す
る
こ
と

で
出
現
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
公
共
的
観
点
で
の
法
を
通
じ

て
私
人
に
よ
る
暴
力
行
使
を
禁
止
し
、
そ
れ
を
訴
追
す
る
」（H

aupt, 
H

einz-G
erhard, G

ew
alt und Politik in Europa des 19. und 20. 

Jahrhunderts, G
öttingen 2012, S.36

）。

　
（
７
）　

Ｄ
・
グ
リ
ム
（
大
森
貴
弘
訳
）「
暴
力
の
国
家
独
占
」『
比
較
法
学
』

四
〇
巻
三
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
八
頁
。
同
様
に
、
岡
田
は
「
原
則

と
し
て
国
内
に
お
け
る
暴
力
の
正
当
な
行
使
は
国
家
が
独
占
し
、
私
人

に
よ
る
暴
力
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
状
態
と
規
定
し
て
い
る
（
岡
田
健

一
郎「
戦
後
ド
イ
ツ
公
法
学
に
お
け
る「
暴
力
独
占
」論
に
つ
い
て
―「
国

家
に
よ
る
安
全
」
を
考
え
る
た
め
に
」『
一
橋
法
学
』
一
〇
巻
三
号
、

二
〇
一
一
年
、
二
〇
八
頁
）。�

　
（
８
）　
「
私
的
暴
力
は
原
理
的
に
（
す
な
わ
ち
、
特
定
の
例
外
を
除
い
て
）

正
当
化
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
は
公
権
力
の
対
象
と
な
る
。
公
権
力
は
暴

力
行
使
を
抑
圧
す
る
」（
グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
頁
）。
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団
の
暴
力
を
呼
び
起
こ
し
そ
れ
を
強
め
る
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
過
程
」

を
挙
げ
て
い
る
（
同
上
書
、
二
六
〇
頁
）。
奥
村
隆
『
エ
リ
ア
ス
・
暴
力

へ
の
問
い
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
四
七
頁
以
下
も
参
照
。

　
（
28
）　Enzm

ann, a.a.O
., S.60. 

ネ
ク
ト
と
ク
ル
ー
ゲ
は
、
国
家
が
暴
力
を
使

用
す
れ
ば
正
当
性
が
消
失
す
る
可
能
性
、
逆
に
使
用
し
な
け
れ
ば
暴
力

に
よ
る
暴
力
抑
止
機
能
が
減
耗
す
る
可
能
性
と
い
う「
暴
力
独
占
に
と
っ

て
の
絶
望
的
な
ジ
レ
ン
マ
」
が
生
じ
る
と
指
摘
す
る
（N

egt, O
skar / 

K
luge, A

lexander, Ö
ffentlichkeit und E

rfahrung: Z
ur 

O
rganisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer 

Ö
ffentlichkeit, Frankfurt a.M

. 1972, S.126

）。
さ
ら
に
、
レ
ー
ム
ツ
マ

は
こ
う
し
て
限
界
を
超
え
て
エ
ス
カ
レ
ー
ト
す
る
国
家
に
よ
る
暴
力
独

占
の
延
長
線
上
に
二
〇
世
紀
の
大
量
殺
害
を
見
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、

権
利
保
障
の
た
め
に
暴
力
は
独
占
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ホ
ッ
ブ

ズ
の
基
本
思
想
は
三
五
〇
年
か
け
て
実
行
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の

一
〇
〇
年
の
う
ち
に
本
来
の
目
標
（
暴
力
の
独
占
化
に
よ
る
暴
力
の
減

少
）は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
。「
二
〇
世
紀
の
前
半
が
示
し
た
の
は
、

リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
国
家
が
自
然
状
態
で
あ
り
う
る
の
と
同
じ
く
ら
い
か
、

そ
れ
以
上
の
破
壊
性
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
〇
世
紀
を
振

り
返
っ
て
言
え
る
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
希
望
は
果
た
さ
れ
ず
、
彼
の
抱

い
た
不
安
が
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」

（Reem
tsm

a, a.a.O
., S.346

）。

　
（
29
）　Schraut, a.a.O

., S.129.
　
（
30
）　Schulz, a.a.O

., S.11. 

藤
原
辰
史
「
暴
力
の
行
方
―
革
命
、
義
勇
軍
、

ナ
チ
ズ
ム
の
は
ざ
ま
で
」
山
室
信
一
ほ
か
編
『
現
代
の
起
点　

第
一
次

世
界
大
戦
第
四
巻
―
遺
産
』岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
、五
三
頁
も
参
照
。

　
（
31
）　

星
乃
治
彦
「
暴
力
・
街
頭
・
抵
抗
」
田
村
栄
子
・
星
乃
治
彦
編
『
ヴ
ァ

イ
マ
ル
共
和
国
の
光
芒
―
ナ
チ
ズ
ム
と
近
代
の
相
克
』
昭
和
堂
、

二
〇
〇
七
年
、
二
五
九
頁
。

2002, S.21. 

エ
ッ
プ
ラ
ー
は
二
〇
世
紀
を
「
国
家
に
よ
る
暴
力
の
世
紀
」

と
呼
び
、
そ
れ
は
「
異
論
の
ほ
と
ん
ど
な
い
国
家
に
よ
る
暴
力
独
占
の

世
紀
」
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
シ
ュ
ラ
ウ
ト
に
よ
る
と
、
国
家

に
よ
る
暴
力
独
占
は
一
方
で
は
国
民
に
対
す
る
権
力
の
源
泉
と
な
り
、

他
方
で
は
国
家
内
の
平
和
を
作
り
、
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
国
民
が

暴
力
を
放
棄
す
る
意
味
で
「
文
明
的
な
変
化
」
を
特
徴
づ
け
る
と
い
う

（Schraut, a.a.O
., S.67

）。

　
（
18
）　

グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
お
よ
び
一
三
〇
頁
。「
暴
力
行
使
を

完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
正
当
性
を
享
受
す
る
よ
う
な

国
家
は
存
在
し
な
い
。
暴
力
は
最
終
的
に
は
暴
力
的
に
の
み
抑
圧
さ
れ

る
」（
同
上
論
文
、
一
三
四
頁
）。

　
（
19
）　Enzm

ann, B
irgit, Politische G

ew
alt: Form

en, H
intergründe, 

Ü
berw

indbarkeit, in: D
ies. (H

rsg.), H
andbuch Politische G

ew
alt: 

Form
en, U

rsachen, Legitim
ation, Begrenzung, W

iesbaden, 2013, S.58.

　
（
20
）　Ebenda, S.60.

　
（
21
）　R

eichardt, op.cit., p.151. 

　
（
22
）　

グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
二
八
頁
。

　
（
23
）　R

eichardt, op.cit., pp.158-159.

　
（
24
）　Schraut, a.a.O

., S.66f.

　
（
25
）　Ebenda, S.115.

　
（
26
）　Schum

ann, D
irk, G

ew
alt als G

renzüberschreitung: Ü
berlegungen 

zur Sozialgeschichte der G
ew

alt im
 19. und 20. Jahrhundert, in: 

Archiv für Sozialgeschichte, 37 (1997), S.373

　
（
27
）　

Ｎ
・
エ
リ
ア
ス
（
Ｍ
・
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
編
、
青
木
隆
嘉
訳
）『
ド
イ
ツ

人
論
―
文
明
化
と
暴
力
』法
政
大
学
出
版
局
、一
九
九
六
年
、二
五
八
頁
。

エ
リ
ア
ス
は
そ
の
具
体
例
と
し
て
、「
共
産
主
義
者
集
団
の
暴
力
に
よ
る

脅
迫
が
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
」
集
団
の
暴
力
を
呼
び
起
こ
し
そ
れ
を
強
め
、

逆
に
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
」
集
団
の
暴
力
に
よ
る
脅
迫
が
共
産
主
義
者
集
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Tit.4043, N
r.122, B

l.260. 

こ
の
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
三
二
年
七
月

三
一
日
の
国
会
選
挙
後
に
は
政
治
的
暴
力
の
件
数
が
減
少
し
、
こ
れ
に

伴
っ
て
死
者
数
も
八
月
に
は
八
名
（
ナ
チ
ス
一
名
、
共
産
党
二
名
、
社

会
民
主
党
・
国
旗
団
四
名
、
そ
の
他
一
名
）
へ
と
激
減
し
て
い
る
。
別

の
統
計
で
は
、
一
九
三
二
年
七
月
の
プ
ロ
イ
セ
ン
全
体
の
死
者
数
が

七
五
名
（
ナ
チ
ス
二
〇
名
、
共
産
党
二
六
名
、
国
旗
団
六
名
、
そ
の
他

二
二
名
、
警
官
一
名
）、
八
月
が
九
名
、
九
月
は
デ
ー
タ
欠
損
、
一
〇

月
が
一
〇
名
、
一
一
月
が
四
名
、
一
二
月
が
三
名
と
な
っ
て
お
り
、
ナ

チ
政
権
成
立
後
の
一
九
三
三
年
二
月
が
再
び
増
加
し
て
四
四
名
と
な
っ

て
い
る
（G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.126, B

l.346

）。
さ
ら
に
、
も

う
一
つ
の
統
計
に
よ
る
と
、
一
九
三
二
年
七
月
二
一
日
か
ら
三
一
日
ま

で
の
一
一
日
間
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
の
発
生
件
数
が

三
一
七
件
、
死
者
数
二
四
名
、
負
傷
者
数
二
八
五
名
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
八
月
で
発
生
件
数
一
六
六
件
、
死
者
数
九
名
、
負
傷
者
数
九
三
名
、

九
月
で
発
生
件
数
三
〇
四
名
、
死
者
一
名
、
負
傷
者
数
二
八
二
名
、

一
〇
月
で
発
生
件
数
三
四
〇
件
、
死
者
数
一
三
名
、
負
傷
者
数
四
〇
六

名
と
な
っ
て
い
る
（G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.126, B

l.1, 102, 
171

）。
こ
う
し
た
警
察
の
統
計
は
文
書
に
よ
っ
て
数
値
に
ば
ら
つ
き
が

あ
る
も
の
の
、
一
貫
し
て
一
九
三
二
年
七
月
に
政
治
的
暴
力
が
ピ
ー
ク

に
達
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
（
40
）　

同
様
に
、
ベ
ル
リ
ン
で
は
一
九
二
八
年
一
月
か
ら
一
九
三
二
年
一
二

月
ま
で
に
四
名
の
警
察
官
が
殺
害
さ
れ
、
一
四
七
名
が
負
傷
し
て
い
る

（G
StA

, R
ep.77, Tit.4043, N

r.122, B
l.132-137, 215

）。
表
２
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
が
、
警
官
の
「
被
害
」
の
多
く
の
ケ
ー
ス
で
の
容
疑
者
は

共
産
党
員
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
ナ
チ
ス
が
公
権
力
（
警
察
）
へ
の
攻

撃
を
回
避
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
共
産
党
は
と
り
わ
け

一
九
二
九
年
五
月
の
「
血
の
メ
ー
デ
ー
」
後
、
警
察
へ
の
攻
撃
を
た
め

ら
わ
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
現

　
（
32
）　

エ
リ
ア
ス
、
前
掲
書
、
二
六
〇
～
二
六
六
頁
。

　
（
33
）　Schraut, a.a.O

., S.115.

　
（
34
）　Ebenda, S.116. 

さ
ら
に
彼
女
は
こ
う
続
け
る
。「
結
局
、
国
家
の
暴

力
独
占
を
救
い
出
そ
う
と
す
る
試
み
は
す
べ
て
効
果
の
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
。
政
治
的
暴
力
の
遍
在
に
と
っ
て
の
基
本
的
な
前
提
条
件
は
、

す
べ
て
の
誠
実
な
市
民
の
従
属
は
自
動
的
に
国
家
の
権
利
で
あ
る
と
い

う
理
念
を
徹
底
し
て
空
洞
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
内
政
上
の
保
護
任

務
か
ら
の
「
国
家
の
退
却
」
で
あ
っ
た
」（Ebenda

）。

　
（
35
）　H

aupt, a.a.O
., S.44. 

シ
ュ
ル
ツ
は
ワ
イ
マ
ル
共
和
国
初
期
の
義
勇

軍
、「
黒
い
国
防
軍Schw

arze R
eichsw

ehr

」、
フ
ェ
ー
メ
殺
人
な
ど
を

念
頭
に
、
政
治
的
暴
力
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
「
国
家
の
暴
力
組
織
に

よ
る
暴
力
独
占
が
非
国
家
的
な
暴
力
組
織
の
投
入
に
よ
り
補
充
・
代
用

さ
れ
、
合
法
的
暴
力
と
非
合
法
的
暴
力
の
違
い
が
こ
の
方
法
で
ぼ
や
け

て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
」
を
挙
げ
て
い
る
（Schulz, a.a.O

., S.12

）。

　
（
36
）　
「
公
権
力
は
、
武
器
の
占
有
を
統
制
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
は
で
き

る
。
し
か
し
、
公
権
力
は
、
諸
個
人
か
ら
そ
の
自
然
力
も
、
特
定
状
況

で
は
武
器
と
し
て
使
用
で
き
る
す
べ
て
の
日
常
的
客
体
も
奪
う
こ
と
が

で
き
な
い
」（
グ
リ
ム
、
前
掲
論
文
、
一
二
七
頁
）。

　
（
37
）　

R
eichardt, Sven, G

ew
alt, K

örper, Politik: Paradoxien in der 
deutschen K

ulturgeschichte der Zw
ischenkriegszeit, in: H

ardtw
ig, 

W
olfgang (H

rsg.), Politische Kulturgeschichte der Zwischenkriegszeit 
1918-1939, G

öttingen 2005, S.219f.

　
（
38
）　R

eichardt, Sven, Totalitäre G
ew

altpolitik?: Ü
berlegungen zum

 
Verhältnis von nationalsozialistischer und kom

m
unistischer G

ew
alt in 

der W
eim

arer Republik, in: H
artw

ig, W
olfgang (H

rsg.), O
rdnungen in 

der Krise: Zur politischen Kulturgeschichte D
eutschlands 1900-1933, 

M
ünchen 2007.

　
（
39
）　G

eheim
es Staatsarchiv Preußischer K

ulturbesitz (G
StA

), R
ep.77, 
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A
usschreitungen v. 14.6.1932, in: RG

Bl. v. 16.6.1932, S.297ff., 
Verordnung des R

eichspräsidenten gegen politischen Terror v. 
9.8.1932, in: RG

Bl. v. 9.8.1932, S.403ff.

　
（
46
）　

②
に
お
い
て
は
、「
国
家
を
危
険
に
さ
ら
す
行
為
の
た
め
の
集
合
場

所
」（
暴
力
行
為
の
起
点
・
拠
点
に
な
る
場
所
、
違
法
印
刷
物
を
作
成
・

保
管
す
る
場
所
、
禁
止
行
為
を
行
う
多
数
の
者
が
寝
泊
ま
り
す
る
場
所
）

に
あ
る
武
器
の
押
収
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
（
47
）　LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.030, N
r.7606, B

l.265.

　
（
48
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.119, B

l.12f.

　
（
49
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.119, B

l.10f.

　
（
50
）　

一
九
三
二
年
七
月
五
日
深
夜
に
ベ
ル
リ
ン
で
Ｓ
Ａ
隊
員
が
民
家
に
向

け
て
拳
銃
を
発
砲
し
た
事
件
の
判
決
文
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
法

律
に
よ
る
銃
規
制
が
守
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
無

許
可
の
武
器
所
有
は
公
共
の
治
安
に
と
っ
て
は
深
刻
か
つ
重
大
な
危
険

で
あ
る
。
こ
の
危
険
は
、も
し
武
器
を
携
帯
し
て
い
る
者
が
今
回
の
ケ
ー

ス
の
よ
う
に
過
激
な
政
党
組
織
に
所
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
高
ま
る

こ
と
に
な
る
。
法
に
よ
る
武
器
の
禁
止
は
、
こ
れ
ま
で
よ
り
も
厳
し
い

刑
罰
が
布
告
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
三
に
わ
た
り
違
反
さ
れ
て

い
る
」（LA

B
, , A

. Pr. B
r. R

ep.358-01, N
r.1887

）。

　
（
51
）　LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.030, N
r.7545, B

l.129.

　
（
52
）　LA

B
, , A

. Pr. B
r. R

ep.358-01, N
r.147. 

こ
の
事
件
は
一
九
三
〇
年
八

月
六
日
、
ベ
ル
リ
ン
で
ナ
チ
ス
の
常
連
酒
場
に
向
か
っ
て
い
た
ナ
チ
党

員
一
〇
数
名
が
ほ
ぼ
同
数
の
共
産
党
員
の
集
団
に
襲
撃
を
受
け
、
発
砲

に
よ
り
ナ
チ
党
員
一
名
が
腕
を
負
傷
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
53
）　LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.358-01, N
r.2348. 

こ
の
事
件
は
一
九
三
一
年
一

月
一
一
日
に
ベ
ル
リ
ン
の
あ
る
酒
場
内
で
ナ
チ
党
員
と
共
産
党
員
が
口

論
に
な
り
、
ナ
チ
党
員
一
名
が
拳
銃
を
発
砲
し
て
共
産
党
員
一
名
が
負

傷
し
た
も
の
で
あ
る
。

場
の
警
察
官
に
は
地
方
出
身
者
の
保
守
的
な
者
が
多
く
、
共
産
主
義
に

対
す
る
憎
し
み
や
嫌
悪
感
が
強
か
っ
た
こ
と
も
警
察
の
共
産
党
に
対
す

る
厳
し
い
取
り
締
ま
り
の
一
因
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
拙
稿「
ワ

イ
マ
ル
共
和
国
相
対
的
安
定
期
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
政
治
的
暴
力
と

ナ
チ
ズ
ム
」『
史
学
研
究
』
二
八
七
号
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
頁
参
照
。

　
（
41
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.121, B

l.661-664.

　
（
42
）　G

esetz zum
 Schutze der Republik v. 21.7.1922, in: Reichsgesetzblatt 

(RG
Bl.) v. 23.7.1922, S.585ff.

　
（
43
）　G

esetz über Schußw
affen und M

unition v. 12.4.1928, in: RG
Bl. v. 

20.4.1928, S.143ff. 

ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
ま
で
の
銃
器
の
取
り
締
ま

り
に
つ
い
て
は
、
岡
田
健
一
郎
「
ド
イ
ツ
の
銃
規
制
（
武
器
法
）
に
関

す
る
基
本
権
保
護
義
務
と
憲
法
異
議
、
そ
し
て
「
国
家
の
暴
力
独
占
」」

『
高
知
論
叢
（
社
会
科
学
）』
第
一
〇
九
号
、
二
〇
一
四
年
参
照
。

　
（
44
）　Landesarchiv B

erlin (LA
B

), A
. Pr. B

r. R
ep.358-01, N

r.2519

）。

こ
の
事
件
は
一
九
三
〇
年
九
月
一
四
日
深
夜
、
ベ
ル
リ
ン
北
部
の

ヴ
ィ
ッ
テ
ナ
ウ
で
ナ
チ
党
員
二
名
が
多
数
の
共
産
党
員
に
襲
わ
れ
て
自

宅
に
逃
げ
込
ん
だ
後
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
共
産
党
員
が
い
た
方
向
に
向

け
て
ラ
イ
フ
ル
を
二
発
発
砲
し
、
そ
の
一
発
が
無
関
係
の
労
働
者
に
命

中
し
て
死
亡
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
裁
判
の
被
告
は
ラ
イ
フ
ル
を

発
砲
し
た
ナ
チ
党
員
一
名
で
あ
る
。

　
（
45
）　Verordnung des R

eichspräsidenten zur B
ekäm

pfung politischer 
A

usschreitungen v. 28.3.1931, in: RG
Bl. v. 28.3.1931, S.79ff., D

ritte 
Verordnung des R

eichspräsidenten zur Sicherung von W
irtschaft 

und Finanzen und zur B
ekäm

pfung politischer A
usschreitungen v. 

6.10.1931, in: RG
Bl. v. 7.10.1931, S.537ff., V

ierte Verordnung des 
R

eichspräsidenten zur Sicherung von W
irtschaft und Finanzen und 

zur Schutze inneren Friedens v. 8.12.1931, in: RG
Bl. v. 9.12.1931, 

S.699ff., Verordnung des R
eichspräsidenten gegen politische 
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と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
緊
急
時
の
Ｓ
Ａ
隊
員
の
唯
一
の
武
器
は
拳
で
あ

り
、
自
ら
の
身
体
的
優
秀
さ
で
あ
る
」（A

nw
eisungen für Sportabteilung 

(S.A
.) der N

SD
A

P, LA
B, A

. Pr. Br. Rep.358-01, N
r.2634

）。

　
（
63
）　

Eine kurze zusam
m

enfassende Ü
bersicht von hetzend und 

aufreizend w
irkenden A

ussprüchen nationalsozialistischer Führer 
und der von A

ngehörigen der N
ationalsozialistischen D

eutschen 
A

rbeiterpartei begangen G
ew

alttätigkeiten und A
usschreitungen der 

letzten Zeit (1929?), G
StA

, R
ep.77, Tit.4043, N

r.297, B
l.53ff., hier 

57 u. 62.

　
（
64
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.311, B

l.322.

　
（
65
）　D

enkschrift über die N
SD

AP gefertigt im
 Febr. 1932 im

 Preuß. 
M

inisterium
 des Innern (II 1420 a 1/336 v. 16.4.32), S.166ff. 

筆
者

は
こ
の
報
告
書
を
か
つ
て
六
月
一
七
日
通
り
の
エ
ル
ン
ス
ト
・
ロ
イ

タ
ー
ハ
ウ
ス
に
あ
っ
た
「
ベ
ル
リ
ン
市
政
府
図
書
館Senatsbibliothek 

B
erlin

」
で
一
九
九
七
年
に
閲
覧
・
入
手
し
た
（
請
求
記
号75/3727

）。

　
（
66
）　G

StA
, Rep.77, Tit.4043, N

r.225, Bl.151. 

こ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
内
務
省

情
報
収
集
局
が
赤
色
大
衆
自
警
団
の
文
書
を
秘
密
裏
に
入
手
し
、

一
九
三
二
年
九
月
一
五
日
付
で
関
係
各
所
に
通
知
し
た
文
書
で
あ
る
。

　
（
67
）　D

enkschrift über die N
SD

AP, S.158f. 

同
報
告
書
で
は
、
一
九
三
一

年
一
二
月
に
デ
ッ
サ
ウ
の
Ｓ
Ａ
で
も
七
一
式
軍
用
小
銃
を
用
い
た
銃
器

の
講
習
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
ア
ン
ハ
ル
ト
の
警
察
当
局
が
確
認
し
た
と

紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　
（
68
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.445, B

l.2.
　
（
69
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.445, B

l.9 u.12. 

こ
の
事
件
を
受
け
て
、

ベ
ル
リ
ン
保
安
警
察
司
令
部
も
「
明
ら
か
に
共
産
党
の
連
中
は
大
規
模

に
携
帯
火
器
を
所
持
し
て
い
る
」
と
み
な
し
て
い
た
（LA

B
, A

. Pr. B
r. 

R
ep.030, N

r.7600, B
l.119

）。

　
（
70
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.311, B

l.301.

「
自
動
小
銃
は
街
頭
闘
争

　
（
54
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.300, B

l.326.
　
（
55
）　LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.030, N
r.7606, B

l.361.

　
（
56
）　

拙
稿
「
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
政
治
的
街
頭
闘

争
」『
史
学
研
究
』
二
八
二
号
、
二
〇
一
三
年
、
四
四
～
四
五
頁
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
一
覧
表
を
参
照
。

　
（
57
）　LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.030, N
r.7606, B

l.447. 

八
月
一
日
午
前
八
時
か

ら
翌
二
日
午
前
八
時
の
時
間
帯
で
も
銃
撃
二
件
を
含
む
乱
闘
六
件
、
広

告
柱
へ
の
放
火
三
件
、
不
法
な
ポ
ス
タ
ー
貼
り
一
件
が
発
生
し
、
二
名

が
負
傷
、
三
九
名
が
連
行
さ
れ
、
拳
銃
二
丁
と
刀
剣
類
五
点
が
押
収
さ

れ
て
い
る
が
、こ
の
日
も「
平
穏
に
経
過
し
た
」と
記
さ
れ
て
い
る（LA

B
, 

A
. Pr. B

r. R
ep.030, N

r.7606, B
l.451

）。

　
（
58
）　

こ
れ
よ
り
前
に
な
る
が
、
一
九
三
一
年
二
月
二
二
日
に
ベ
ル
リ
ン
の

ノ
イ
ケ
ル
ン
で
発
生
し
た
多
数
の
共
産
党
員
と
ナ
チ
党
員
の
乱
闘
の
判

決
文
（
被
告
は
攻
撃
を
仕
掛
け
た
共
産
党
員
）
に
は
「
敵
対
す
る
党
員

間
で
、今
日
の
政
治
闘
争
で
は
お
な
じ
み
の

4

4

4

4

4

武
器
（
拳
鍔
、ナ
イ
フ
な
ど
）

を
用
い
た
乱
闘
が
発
生
し
た
」（
傍
点
部
は
引
用
者
）と
の
一
文
が
あ
り
、

こ
う
し
た
武
器
が
乱
闘
時
に
は
常
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
（LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.358-01, N
r.158

）。

　
（
59
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.437, B

l.48.

　
（
60
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.441, B

l.41.

　
（
61
）　D

enkschrift über K
am

pfvorbereitung und K
am

pfgrundsätze 
radikaler O

rganisationen, G
StA

, R
ep.77, Tit.4043, N

r.311, B
l.287ff.

こ
の
報
告
書
は
全
八
二
頁
で
、
第
一
部
で
共
産
党
を
中
心
と
し
た
左
翼

急
進
派
、
第
二
部
で
ナ
チ
ス
を
取
り
上
げ
て
組
織
や
思
想
に
関
す
る
分

析
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
「
武
装B

ew
affnung

」

や
「
装
備A

usrüstung

」
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
（
62
）　

Ｓ
Ａ
の
命
令
で
は
、
以
下
の
文
言
が
あ
る
。「
党
の
命
令
に
よ
り
、
制

服
を
着
て
何
ら
か
の
打
撃
・
刀
剣
・
殴
打
・
射
撃
用
武
器
を
携
行
す
る
こ
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幹
部
は
、
こ
の
数
か
月
の
う
ち
に
爆
薬
の
入
手
や
加
工
に
従
事
し
、
そ

の
た
め
に
ひ
と
月
に
三
〇
〇
マ
ル
ク
を
受
け
取
っ
て
い
た
こ
と
を
認
め

て
い
る
（Ebenda

）。

　
（
74
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.207, B

l.524. 

こ
の
他
に
も
、
一
九
二
八

年
に
ド
レ
ス
デ
ン
郊
外
の
ラ
イ
ヒ
ェ
ン
ベ
ル
ク
に
住
む
共
産
党
員
の
労

働
者
宅
か
ら
発
見
さ
れ
た
銃
器
四
丁
、
銃
剣
一
本
、
実
弾
五
〇
〇
発
以

上
に
関
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
内
務
省
は
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
か
ら
持
ち
込
ま
れ

た
と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
が
ラ
イ
ン
ラ
ン
ト
地
域
で
の

何
ら
か
の
軍
事
的
行
動
と
関
連
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
詳
細
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
（G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.436, B

l.51

）。

　
（
75
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.437, B

l.7.

　
（
76
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.440, B

l.11.

　
（
77
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.442, B

l.33.

　
（
78
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.443, B

l.22. 

　
（
79
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.119, B

l.343.

　
（
80
）　

Sw
ett, Pam

ela E., N
eighbors and Enem

ies: The C
ulture of 

Radicalism
 in Berlin, 1929-1933, C

am
bridge 2004, p.254.

　
（
81
）　

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
末
期
の
政
治
的
酒
場
と
暴
力
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
一
九
三
〇
年
代
初
頭
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
政
治
的
酒
場
」『
鳴
門
教

育
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
五
巻
、
二
〇
二
〇
年
お
よ
び
同
「
ワ
イ
マ
ル

共
和
国
後
期
の
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
酒
場
と
政
治
的
暴
力
」『
史
学
研

究
』
三
〇
五
号
、
二
〇
二
〇
年
を
参
照
。

　
（
82
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.314, B

l.1.
　
（
83
）　Ebenda. 

ベ
ル
リ
ン
・
ミ
ッ
テ
の
エ
ル
バ
ー
フ
ェ
ル
ト
通
り
に
あ
っ

た
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
は
給
食
室
と
寝
室
か
ら
構
成
さ
れ
、
毎
日
三
〇
～
四
〇

名
分
の
昼
食
が
提
供
さ
れ
、
寝
室
に
は
一
〇
床
の
ベ
ッ
ド
が
設
置
さ
れ

て
い
た
（LA

B
, A

. Pr. B
r. R

ep.030, N
r.7604, B

l.54 u.58

）。

　
（
84
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.314, B

l.59. 

同
文
書
は
こ
の
Ｓ
Ａ
ハ
イ

に
は
特
に
適
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
入
手
が
非
常
に
重

要
視
さ
れ
て
い
る
」。

　
（
71
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.445, B

l.21f. 

ナ
チ
ス
に
関
し
て
は
何
ら

か
の
武
器
入
手
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
た
め
か
、
窃
盗
の
事
例
は
ほ
と
ん
ど

残
さ
れ
て
い
な
い
。
唯
一
確
認
で
き
た
の
は
、
一
九
三
二
年
一
〇
月

一
九
日
深
夜
に
シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
地
方
ペ
ト
ラ
ウPötrau

と
い
う
町

の
在
郷
軍
人
会
の
武
器
保
管
庫
に
メ
ル
ンM

ölln

の
Ｓ
Ａ
隊
員
が
侵
入

し
銃
八
丁
を
盗
み
出
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
後
、
容
疑
者
の
Ｓ
Ａ
隊

員
の
家
宅
捜
索
で
ミ
ル
ス
手
榴
弾
三
個
、
雷
管
二
本
、
銃
剣
一
本
が
押

収
さ
れ
て
い
る
（G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.445, B

l.41

）。
な
お
、

一
九
三
〇
年
二
月
八
日
付
の
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
長
官
の
報
告
書

は
、
ボ
ー
フ
ム
周
辺
の
武
器
店
主
た
ち
の
証
言
か
ら
「
最
近
、
拳
銃
用

の
銃
弾
の
需
要
が
著
し
く
増
大
し
て
い
る
」
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、

「
あ
る
武
器
店
で
は
毎
日
三
〇
人
ぐ
ら
い
の
た
い
て
い
は
怪
し
げ
な
人

物
が
銃
弾
を
購
入
す
る
た
め
に
来
店
し
、
銃
弾
取
得
許
可
証
の
提
示
を

求
め
る
と
、
信
用
で
き
な
い
情
報
を
提
供
し
て
い
る
」
と
報
告
し
て
お

り
、
こ
の
件
に
つ
い
て
警
察
が
捜
査
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

（G
StA

, R
ep.77, Tit.4043, N

r.445, B
l.20

）。
正
規
の
武
器
店
で
の
購

入
は
銃
器
法
が
規
定
す
る
許
可
証
を
必
要
と
し
た
め
、
か
な
り
困
難

だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
（
72
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.445, B

l.25.

　
（
73
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.311, B

l.302. 

さ
ら
に
一
九
三
一
年

一
〇
月
二
四
日
に
は
、
ベ
ル
リ
ン
・
テ
ン
ペ
ル
ホ
ー
フ
の
共
産
党
幹
部

の
ガ
ー
デ
ン
ハ
ウ
ス
か
ら
約
一
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
爆
発
物
、

三
〇
〇
〇
個
の
雷
管
と
点
火
装
置
、
四
七
本
の
撃
発
信
管
、
多
数
の
導

火
線
と
導
線
の
ロ
ー
ル
、
手
製
の
ミ
ル
ス
手
榴
弾
や
柄
つ
き
手
榴
弾
、

さ
ら
に
軍
用
の
爆
発
物
指
示
書
、
接
近
戦
任
務
に
関
す
る
特
殊
文
献
、

ド
イ
ツ
の
爆
薬
工
場
一
覧
が
押
収
さ
れ
て
い
る
。
逮
捕
さ
れ
た
共
産
党
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（
90
）　D

enkschrift über K
am

pfvorbereitung und K
am

pfgrundsätze 
radikaler O

rganisationen, G
StA

, R
ep.77, Tit.4043, N

r.311, B
l.327.

　
（
91
）　D

enkschrift über die N
SD

AP, S.166.

　
（
92
）　

な
お
、
武
器
の
入
手
方
法
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
わ
ず

か
な
史
料
か
ら
の
推
測
に
と
ど
ま
る
が
、
共
産
党
と
ナ
チ
ス
の
間
に
は

相
違
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
共
産
党
の
場
合
、
武
器
店
や
武
器
庫
、

あ
る
い
は
爆
発
物
が
保
管
さ
れ
る
炭
鉱
や
採
石
場
な
ど
へ
の
侵
入
と
盗

難
を
繰
り
返
し
て
い
た
点
を
見
る
と
、
党
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
武
器
の

入
手
や
配
布
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
ナ
チ

ス
側
の
武
器
の
入
手
に
つ
い
て
は
警
察
の
捜
査
資
料
に
ほ
と
ん
ど
上

が
っ
て
い
な
い
。
ナ
チ
ス
と
共
産
党
の
政
治
的
暴
力
に
つ
い
て
、
星
乃

は
そ
の
「
非
対
称
な
構
造
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
星
乃
、
前
掲
論
文
、

二
八
〇
頁
）、
そ
う
し
た
構
造
は
軍
や
右
翼
団
体
な
ど
か
ら
の
武
器
提

供
を
受
け
て
い
た
（
可
能
性
が
あ
る
）
ナ
チ
ス
と
そ
う
し
た
ル
ー
ト
が

な
く
独
自
に
武
器
を
調
達
し
て
い
た
共
産
党
と
い
う
意
味
で
も
顕
在
化

し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　
（
93
）　Enzm

ann, a.a.O
., S.58f. 

た
だ
し
、
本
稿
の
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、

ワ
イ
マ
ル
共
和
国
中
期
以
降
の
暴
力
は
、
共
和
国
前
期
に
見
ら
れ
た
国

家
体
制
を
危
機
に
陥
れ
る
「
体
制
転
覆
志
向
型
暴
力
」
で
は
な
く
、
公

権
力
の
監
視
下
で
政
敵
ど
う
し
が
ぶ
つ
か
り
合
う
「
党
派
対
立
型
暴
力
」

で
あ
り
、
後
者
は
政
治
（
体
制
）
問
題
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
治
安

問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
ベ
ッ
セ
ル

は
「
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
が
広
く
理
解
さ
れ
た
状
況
で
行
わ
れ
た
」、
限
定

的
な
暴
力
で
あ
る
と
指
摘
し
、
ま
た
シ
ュ
ー
マ
ン
は
犠
牲
者
の
数
の
少

な
さ
に
注
目
し
て
「
さ
さ
や
か
な
暴
力K

leine G
ew

alt

」
と
呼
ん
で
い

る
（Bessel, Richard, Violence as Propaganda: The Role of the Storm

 
Troopers in the R

ise of N
ational Socialism

, in: C
hilders, Thom

as 
(ed.), The Form

ation of the N
azi C

onstituency 1919-1933, N
ew

 

ム
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。「
Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
は
簡
易
寝
台

と
そ
れ
に
付
属
す
る
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
備
え
て
い
た
。
門
の
入
り
口
に

は
、
常
時
見
張
り
が
立
ち
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
名
の
見
張
り
で
あ
っ

た
。
常
に
約
三
〇
名
の
失
業
中
の
Ｓ
Ａ
隊
員
が
滞
在
し
、
そ
こ
で
宿
泊

も
し
て
い
た
。
…
食
事
の
提
供
に
は
、
約
二
五
〇
名
の
ナ
チ
党
員
が
参

加
し
た
。
宿
泊
や
食
事
に
は
費
用
負
担
義
務
が
あ
っ
た
」。

　
（
85
）　G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.314, B

l.76. 

別
の
文
書
は
「
国
家
敵
対

的
な
組
織
の
メ
ン
バ
ー
が
こ
の
よ
う
に
兵
営
の
よ
う
な
共
同
生
活
を
送

る
こ
と
は
、
公
共
の
安
全
や
秩
序
に
と
っ
て
著
し
い
危
険
で
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
（G

StA
, R

ep.77, Tit.4043, N
r.314, B

l.69

）。

　
（
86
）　

Schm
iechen-A

ckerm
ann, D

etlef, N
ationalsozialism

us und 
A

rbeiterm
ilieus:D

er nationalsozialistische A
ngriff auf die 

proletarischen W
ohnquartiere und die Reaktion in den sozialistischen 

Vereinen, Bonn 1998, S.380.

　
（
87
）　

R
eichardt, Sven, F

aschistische K
am

pfbünde: G
ew

alt und 
G

em
einschaft im

 italienischen Squadrism
us und in der deutschen 

SA, K
öln/W

eim
ar/W

ien 2002, S.469.

　
（
88
）　D

ers., Vergem
einschaftung durch G

ew
alt: D

er SA
-„M

ördersturm
 

33“ in B
erlin-C

harlottenburg, in: H
ördler, Stefan (H

rsg.), SA-Terror 
als H

errschaftssicherung: „K
öpenicker Blutw

oche“ und öffentliche 
G

ewalt im
 Nationalsozialism

us, Berlin 2013, S.125f.

　
（
89
）　D

ers., Faschistische Kam
pfbünde, S.472f. 

Ａ
・
ヴ
ィ
ル
シ
ン
グ
は

Ｓ
Ａ
ハ
イ
ム
を
Ｓ
Ａ
の
酒
場
と
合
わ
せ
て
「
特
殊
な
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
」

と
呼
び
、
Ｓ
Ａ
の
「
社
会
的
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
な
内
部
世
界
」

で
あ
り
、
失
業
中
の
隊
員
に
と
っ
て
の
「
代
理
の
我
が
家
」
で
あ
っ
た

と
し
て
い
る
（W

irsching, A
ndreas, Vom

 W
eltkrieg zum

 Bürgerkrieg?: 
Politischer Extrem

ism
us in D

eutschland und Frankreich 1918- 
1933/39; Berlin und Paris im

 Vergleich, M
ünchen 1999, S.457

）。
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Jersey 1986, p.135, Schum
ann, D

irk, Politische G
ew

alt in der 
W

eim
arer Republik 1918-1933:Kam

pf um
 die Straße und Furcht vor 

dem
 Bürgerkrieg, Essen 2001, S.17

）。
そ
れ
で
も
、
本
稿
で
述
べ
た
よ

う
に
、
武
器
の
市
中
氾
濫
が
こ
の
「
ゲ
ー
ル
の
ル
ー
ル
が
広
く
理
解
さ

れ
た
状
況
で
行
わ
れ
た
」「
さ
さ
や
か
な
暴
力
」
を
野
蛮
化
し
て
い
っ
た

の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
（
94
）　H

aupt, a.a.O
., S.55. 

（
鳴
門
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
）

［
付
記
］�

本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号
：

18K
01036

）
の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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【表６】プロイセンおよびベルリンにおける武器の押収事例

日付 場所 状況
武器を

所持して
いた党派

押収された武器と装備品
典拠

銃器 刀剣
武器

打撃
武器

銃弾・
実包類

手榴弾・
爆発物 その他 具体的な内容（数）

1 26.1.7 ベルリン
NS のデモ行進で発生し
た KPD や RB との乱闘の
際の武器所持検査。

NS 1 1 7 14 0 0
小口径拳銃�Tesching（1）、携帯
用ナイフ（1）、木製ステッキ（7）、
銃弾（14）

LAB, Rep.030, Nr.7489, 
Bl.34.

2 27.3.23 ベルリン
NS の集会終了後のすべ
ての参加者に対する武器
所持検査。

NS 0 7 11 0 0 1

ナイフ（2）、字消しナイフ（1）、
固定式ナイフ（3）、庭師用ハサミ

（1）、犬用鞭（1）、拳鍔（6）、殺し
棒�Totschläger（1）、チェーン（2）、
パイプ（1）、金網（1）

LAB, Rep.030, Nr.7491, 
Bl.216.

3 27.3.21�
～23 ベルリン

トレッビン Trebbin から
ベルリンに向かう列車の
中およびリヒターフェル
デ東駅での NS と KPD の
衝突後の武器所持検査

（３カ所）。

NS/KPD 2 8 20 20 0 1

モーゼル拳銃（1）、回転式拳銃
（1）、短刀（8）、殺し棒（9）、鋼
鉄製鞭（2）、ゴム製棍棒（1）、拳
鍔（6）、打撃用チェーン（1）、犬
用鞭（1）、空の弾倉（1）、銃弾（20）

LAB, Rep.030, Nr.7492, 
Bl.130.

4 27.5.4 ベルリン
在郷軍人会館での NS の
集会終了後に武器所持検
査。

NS 4 7 27 0 0 0

小口径拳銃�（1）、威嚇射撃拳銃
（1）、連発拳銃（1）、回転式拳銃
（1）、短刀（5）、固定式ナイフ（2）、
木 製 棍 棒（3）、 打 撃 用 角 材�
Schlaghorn（1）、鋼鉄製棍棒（3）、
鉄製レール�Eisenschiene（1）、ゴム
製棍棒（1）、鉄製武器�Eisen（2）、
殺し棒（1）、鋼鉄製鞭（1）、ドラ
イバー（1）、拳鍔（11）、オーク製
撞木杖（1）、割れたビアジョッキ

（1）

LAB, Rep.030, Nr.7549, 
Bl.14.

5 27.6.4～6 ベルリン 第３回 RFB 全国大会で
の武器所持検査。 KPD 1 5 3 5 0 0

回転式拳銃（1）、短刀（4）、小型
短刀（1）、拳鍔（1）、ステッキ（2）、
ゴム製棍棒（1）、銃弾（5）

LAB, Rep.030, Nr.7498, 
Bl.431.

6 27.7.17 ベルリン SH の隊列行進の際の武
器所持検査。 SH 3 8 10 4 0 0

回転式拳銃（1）、ガス銃（2）、短
刀（7）、猟刀（1）、ゴム製棍棒（5）、
拳鍔（2）、鋼鉄製鞭（3）、銃弾（4）

LAB, Rep.030, Nr.7499, 
Bl.65.

7 28.11.6
ライヒェン

ベルク
（ドレスデン

郊外）

武器所持の嫌疑でライ
ヒェンベルクの住民に対
する家宅捜索の中で共産
党員の労働者宅での武器
の発見。

KPD 4 1 0 536 0 8

08式軍用拳銃（2）、ベヤード拳
銃�Bayard-Pistole（1）、9ミリ小口
径拳銃（1）、歩兵用銃剣（2）、拳
銃 用 銃 弾（206）、 小 銃 用 銃 弾

（315）、 実 包（13）、 猟 銃 弾（2）、
拳銃用弾倉（8）

GStA,  Rep.77,  Nr.436, 
Bl.51.

8 28.12.3
ディンス
ラーケン

（デュイスブ
ルク郊外）

KPD（RFB）の集会場だっ
た 酒 場（Lokal�“Zum�
Tannenwäldchen”）に 対 す
る家宅捜索

KPD 2 0 0 ？ 176 8
カービン銃（2）、柄つき手榴弾

（175）、ミルス手榴弾（1）、自動小
銃用回転弾倉（32）、歩兵小銃用銃
弾箱（3）、歩兵小銃用銃弾袋（5）

GStA,  Rep.77,  Nr.436, 
Bl.70.

9 28.12.6 エッゲジン
Eggesin

SH 支部長宅での家宅捜
査での武器の発見。 SH 10 1 0 135 0 0

猟銃（2）、軍用カービン銃（1）、
98式歩兵小銃（6）、08式軍用拳銃

（1）、海軍用銃剣（1）、銃弾（135）
GStA, Rep.77, Nr.437, Bl.7.

10 29.2.18 マグデ
ブルク

SH 隊員宅での武器庫の
発見。 SH 116 25 ？ 500 0 ？

前装銃�Vorderladengewehren（55）、
自動小銃（7）、71式軍用小銃（10）、
88式軍用カービン銃（2）、回転式
拳銃（4）、拳銃（1）、双身散弾銃

（8）、小口径銃（29）、軍用銃剣
（25）、撃針薬包�Zündnadelpatronen
（500）、自動小銃用回転弾倉（1）、
サーベル・銃身・打撃武器・猟
銃用装備品など多数

GStA,  Rep.77,  Nr.437, 
Bl.15.

11 29.9.13 ベルリン
KPD と NS の衝突の際に
NS 側の車両と KPD の酒
場での武器の発見。

NS/KPD 2 4 5 17 0 2
拳銃（1）、ガス銃（1）、携帯用ナ
イフ（2）、短刀（2）、殺し棒（4）、
帯革（1）、弾倉（2）、銃弾（17）

GStA,  Rep.77,  Nr.129, 
Bl.198.

12 30.1.9 ベルリン
ゲルリッツ通りの KPD
の酒場（店名不明）に対す
る家宅捜索。

KPD 4 0 9 0 0 0

回転式拳銃（1）、自動装填拳銃
（2）、 オ ル ト ギ ー ス 自 動 拳 銃�

Ortgiespistole（1）、殺し棒（2）、拳
鍔（3）、鋼鉄製鞭（1）、ゴム製棍
棒（1）、その他の危険な打撃武器

（2）

GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.352.

13 30.1.10 ベルリン
KPD の集会（ナチスの集
会に対する対抗集会）で
の武器所持検査。

KPD 12 12 18 149 0 0

回転式拳銃（4）、オルトギース自
動拳銃（2）、自動装填拳銃（2）、
威嚇射撃拳銃（2）、ターゼロール

（小型拳銃）（2）、短刀（6）、固定
式ナイフ（1）、折り畳み式ナイフ

（5）、拳鍔（8）、鋼鉄製鞭（5）、約
30センチの工業ボルト（1）、ゴム
製棍棒（4）、回転式拳銃用銃弾

（22）、拳銃用銃弾（27）、約100発
のフローベール弾�Flobertpatrone
の入った箱（1）

LAB, Rep.030, Nr.7569, 
Bl .35.　GStA,  Rep.77, 
Nr.119, Bl.352.

14 30.1.22 ベルリン
ブレーメン通りでの NS
の集会への参加者を逮捕
した際に押収された武器。

NS 4 8 15 8 0 0

回転式拳銃（3）、オルトギース
自動拳銃（1）と銃弾（8）、固定式
携帯ナイフ（1）、その他の携帯
ナイフ（4）、短刀（3）、殺し棒（3）、
ゴム製棍棒（3）、拳鍔（5）、その
他の危険な打撃武器（4）

GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.352.

15 30.1.23 ベルリン
フリードリヒスハインで
の NS の集会への参加者
約1400名（KPD が57％）に
対する武器所持検査。

NS/KPD 2 12 28 7 0 1

ワルサー拳銃（2）、短刀（2）、折
り曲げ式ナイフ（10）、鋼鉄製鞭

（5）、拳鍔（19）、ワイヤーロー
プ（1）、ゴム管（2）、金属を取り
付けたハンマーの柄（1）、7発入
りの弾倉（1）

GStA, Rep.77, Nr.130, Bl.5.

16 30.2. １ ベルリン KPD のデモ行進の際に押
収された武器。 KPD 1 0 1 0 0 0 モーゼル拳銃（1）、拳鍔（1） GStA,  Rep.77,  Nr.119, 

Bl.352.

17 30.4.14 ベルリン ナチ党員宅で押収された
武器。 NS 0 1 2 0 0 0 固定式ナイフ（1）、鋼鉄製鞭（1）、

拳鍔（1）
GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.353.
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日付 場所 状況
武器を

所持して
いた党派

押収された武器と装備品
典拠

銃器 刀剣
武器

打撃
武器

銃弾・
実包類

手榴弾・
爆発物 その他 具体的な内容（数）

18 30.4.22 ベルリン テーゲルにある SA 酒場
の家宅捜索。 NS 1 1 13 0 0 0 銃弾装填済の拳銃（1）、短刀（1）、

拳鍔（11）、ゴム製棍棒（2）
GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.353.

19 30.5.17 ベルリン
ナチ党員によるサッカー
クラブ襲撃の際に押収さ
れた武器。

NS 2 0 0 15 0 0 拳銃（2）、銃弾（15） GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.353.

20 30.5.25 ベルリン KPD と NS の衝突の際に
押収された武器。 KPD 1 2 0 6 0 0 回転式拳銃（1）、短刀（1）、携帯

ナイフ（1）、銃弾（1）、実包（5）
GStA,  Rep.77,  Nr.119, 
Bl.352.

21 30.6.11 ベルリン
無届で NS の集会が行わ
れた２つの酒場（店名不
明）での家宅捜索。

NS? 2 2 2 8 0 0 拳銃（1）、ガス銃（1）、固定式ナイ
フ（1）、短刀（1）、拳鍔（2）、銃弾（8）

LAB, Rep.030, Nr.7600, 
Bl.315.

22 30.7.9
クライネン

グリス
Kleinenglis

旧 RFB 幹部の鉱山労働
者宅への家宅捜索。 KPD 2 3 1 7 0 0

98式カービン銃（1）、7.65ミリ拳
銃（1）、銃弾（7）、小型銃剣（2）、
外国製銃剣（1）、ゴム製棍棒（4）

GStA, Rep.77, Nr.440, Bl.1.

23 30.8.19
ノルトハ

シュテット
Nordhastedt

右翼急進派の農夫宅への
家宅捜索での武器の発見。

右翼急進
派 2 0 0 75 0 0 カービン銃（1）、拳銃（1）、銃弾

（75）
GStA,  Rep.77,  Nr.440, 
Bl.18.

24 31.2.12 ベルリン

共産党員１名を銃撃した
ナチ党員たちが逃げ込ん
だ NS の 酒 場（Lokal�von�
Birkau）の中庭で武器の発
見。

NS 1 0 1 0 0 1 自動装填拳銃（1）、拳銃（1）、弾
倉（1） LAB, Rep.358-01, Nr.2361.

25 31.2.13 デュッセル
ドルフ

SA 隊員に対する所持品
検査で押収された武器。 NS 2 2 1 9 0 0 カービン銃（1）、08式拳銃（1）、

銃剣（2）、拳鍔（1）、銃弾（9）
GStA,  Rep.77,  Nr.299, 
Bl.751.

26 31.8.5 ベルリン
KPD の 酒 場（Lokal�von�
Lorenz）への家宅捜索での
武器の押収。

KPD 2 0 0 0 0 0 拳銃（1）、回転式拳銃（1） LAB, Rep.030, Nr.7574, 
Bl.214.

27 31.8.11 マグデブルク SA ハイムでの家宅捜索。 NS 2 21 18 0 1 2

銃器（2）、短刀・屠殺用包丁・
固定式ナイフ（21）、鉄製・ゴム
製の打撃武器（3）、鋤（1）、鉄製・
木製の打撃武器（12）、拳鍔（1）、
斧（1）、手榴弾（1）、鉄兜（2）

GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.76.

28 31.8.12 ヴェーザー
ミュンデ

S A の 酒 場（L o k a l�
Pingsdorf）への家宅捜索。 NS 0 0 21 0 0 0 ゴム製棍棒（4）、木製棍棒（13）、

鉄製旗竿（4）
GStA,  Rep.77,  Nr.310, 
Bl.94.

29 31.8.24 ヴッパー
タール SA ハイムへの家宅捜索。 NS 3 1 1 38 0 0 連発式拳銃（2）、拳銃（1）、銃剣

（1）、短刀（1）、銃弾（38）
GStA,  Rep.77,  Nr.310, 
Bl.338.

30 31.8.27 ベルリン＝
ルードウ 共産党員宅への家宅捜索。 KPD 10 0 0 0 0 0 98式小銃（8）、71/84式小銃（1）、

98式カービン銃（1）
GStA,  Rep.77,  Nr.442, 
Bl.14.

31 31.8.31 コブレンツ
NS の党酒場（Lokal�“Zum�
Schänze”）の店主宅への家
宅捜索。

NS 11 15 7 25 0 10

71式小銃（1）、71式カービン銃（1）、
小銃（2）、狩猟用双身散弾銃（2）、
べヤード拳銃（1）、シリンダー拳
銃（2）、威嚇射撃拳銃（1）、屋内用
拳銃�Zimmerpistole（2）、サーベル

（6）、銃剣（12）、大型ナイフ（3）、
ステッキ（3）、拳鍔（2）、銃床（1）、
ゴム製棍棒（1）、鋼鉄ばね棍棒（1）、
実包（25）、鉄兜（4）、ガスマスク

（3）、保弾帯（2）

GStA, Rep.77, Nr.442, Bl.2.

32 31.9.4 デュッセル
ドルフ

KPD と NS（SA・SS）の間
の衝突後の SA ハイムへ
の家宅捜索で武器庫を発
見。

NS 5 6 3 0 0 4

回転式拳銃（3）、威嚇射撃拳銃
（2）、短刀（3）、銃剣（2）、大型
固定式ナイフ（1）、バネ付きゴ
ムホース（1）、手革つき渦巻ば
ね（1）、 拳 鍔（1）、 セ メ ン ト 塊�
Zementsteinen（4）

GStA,  Rep.77,  Nr.223, 
Bl.103.

33 31.9.16 リークニッツ
Liegnitz

KPD の武器庫に関する通
報を受けて、その管理者
宅への家宅捜索。

KPD 7 0 0 499 0 0
08式拳銃（3）、回転式拳銃（4）、
拳銃用銃弾（74）、種々の実包

（425）

GStA,  Rep.77,  Nr.441, 
Bl.29.

34 31.9.24
オラニエン

ブルク
（ベルリン

近郊）

NS に よ る KPD の 酒 場
（Lokal�von�Lachs）への襲
撃後の犯行現場での武器
の押収。

NS 1 0 25 4 0 0

威嚇射撃拳銃（1）、打撃用ベル
ト Schlagriemen（1）、 鉛 管（2）、
自転車の鍵（1）、家の鍵（1）、ア
ラビアゴム製棍棒（3）、角材（6）、
ビール瓶（2）、棍棒（5）、螺旋錘

（1）、鉄の棒（1）、散歩用ステッ
キ（1）、ゴム製棍棒（1）、銃弾（2）、
実包（2）

LAB, Rep.358-01, Nr.2634.

35 31.10.19 ベルリン
ミッテ・シリング通りの
NS の 酒 場（Lokal�von�
Bergmann）への襲撃後の
現場での武器の発見。

KPD ？ 3 0 0 61 0 3
ベルギー製拳銃（1）、08式軍用
拳銃（1）、自動装填拳銃（1）、種々
の拳銃の銃弾（49）、実包（12）、
弾倉（3）

LAB, Rep.358-01, Nr.2538.

36 31.11.9 ベルリン

NS と KPD のいざこざの
中で、警官が職務質問し
たナチ党員１名が逃走す
る途中で投げ捨てたトラ
ンクから武器発見。

NS 3 0 0 28 0 0 軍用拳銃（1）、ワルサー拳銃（1）、
四銃身拳銃（1）、銃弾（28）

LAB, Rep.030, Nr.7556, 
Bl.23.

37 31.12.1
ゲーヴェル
スベルク

Gevelsberg

NS と KPD・RB の間の衝
突の翌日に SA ハイムへ
の家宅捜索。

NS 1 4 14 7 0 0
銃弾７発入りの拳銃（1）、短刀

（2）、固定式ナイフ（1）、銃剣（1）、
殺し棒（1）、その他の危険な打
撃武器（13）

GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.13

38 31.12.16 ベルリン
共産党員がナチ党員を銃
撃した現場での武器の発
見。

KPD 5 0 0 61 0 0

ウェブリー＆スコット拳銃（1）、
DMW 拳銃（1）、回転式拳銃（1）、
ワルサー拳銃（1）、オルトギー
ス自動拳銃（1）、自動装填拳銃

（1）、実包（61） LAB, Rep.358-01, Nr.2624.

39 31.12.22 ベルリン
リヒテンベルクで NS の
酒場やナチ党員を襲撃し
た共産党員のうち一人の
家で武器の発見。

KPD 4 0 0 20 0 0
自動装填拳銃（1）、ワルサー拳
銃（1）、オルトギース自動拳銃

（1）、アメリカ製回転式拳銃（1）、
銃弾（20）
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日付 場所 状況
武器を

所持して
いた党派

押収された武器と装備品
典拠

銃器 刀剣
武器

打撃
武器

銃弾・
実包類

手榴弾・
爆発物 その他 具体的な内容（数）

40 32.1.3 ベルリン
フリードリヒスフェルデ
のシュロース通りにある
NS の酒場への家宅捜索。

NS 5 2 0 0 0 0 拳銃（5）、ナイフ（2） GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.55.

41 32.2.11 シュヴェルム
Schwelm SA ハイムへの家宅捜索。 NS 1 0 0 25 0 0 回転式拳銃（1）、自動装填拳銃

用銃弾（25） GStA, Rep.77, Nr.314, Bl.7.

42 32.3.4 ベルリン
シャルロッテンブルクで
のNSとKPDの衝突の後、
近くの公園で共産党員が
投げ捨てた武器の発見。

KPD 1 3 0 11 0 0 小 型 拳 銃�Terzerol（1）、 刀 剣 類
（3）、銃弾（11） LAB, Rep.358-01, Nr.771.

43 32.3.6 ベルリン
ナチ党員を襲撃した共産
党員が逃げ込んだ建物内
や襲撃現場での武器の発
見。

KPD 2 7 3 0 0 0
ロシア製ナガン拳銃�Naganpistole

（1）、回転式拳銃（1）、携帯ナイ
フ（7）、ゴム製棍棒（1）、ガス管（2）

LAB, Rep.358-01, Nr.2537.

44 32.3.12 ベルリン
市 内 の NS の 酒 場 や SA
ハイムに対する一斉家宅
捜索（７カ所）。

NS 4 3 0 0 0 36
銃器（回転式拳銃・軍用拳銃な
ど）（4）、剣（1）、固定式ナイフ

（1）、　携帯ナイフ（1）、戦闘用
に荷造りされた背嚢（36）

GStA,  Rep.77,  Nr.313, 
Bl.255.

45 32.3.12
ヴァンネ＝
アイケル
Wanne-
Eickel

SA ハイムへの家宅捜索。 NS 1 0 4 8 0 1 拳銃（1）、ゴム製棍棒（4）銃弾8
発入りの弾倉（1）、

GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.482.

46 32.3.16 メルゼブルク
SA ハイム・SA 隊員宅へ
の家宅捜索や SA 隊員へ
の武器所持検査（６カ所）。

NS 15 4 25 267 0 5

拳銃（6）、軍用拳銃（2）、回転式
拳銃（2）、改造カービン銃（1）、
小型拳銃（1）、照準器付き猟銃

（1）、三連猟銃（1）、双身銃（1）、
銃弾（267）、短刀（1）、固定式ナ
イフ（3）、鋼鉄製鞭（2）、ゴム製
棍棒（11）、殺し棒（7）、拳鍔（3）、
鉄製巻きバネ（1）、長さ約60セン
チの鉄の棒（1）、装填済の弾倉

（4）、鉄兜（1）

GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.435.

47 32.3.20
オーバー
グロガウ

Oberglogau
ナチ党員宅への家宅捜索。 NS 1 0 0 約6600 10 59

08式軍用拳銃（1）、08式軍用拳
銃用銃弾（629）、98式軍用小銃
用銃弾（約6,000）、雷管のない柄
つき手榴弾（10）、機関銃用保弾
帯（2）、弾倉（31）、雷管（1）、機
関銃用銃身（1）、照明弾用実包・
雷管（7）、98式小銃用遊底（1）、
カービン銃用諸部品（16）

GStA,  Rep.77,  Nr.442, 
Bl.49.

48 32.3.21 ベルリン
NS と KPD の銃撃戦後の
NS の 酒 場（Lokal�von�
Dellbrügge）への家宅捜索。

NS 3 0 0 0 0 0 拳銃（3） GStA,  Rep.77,  Nr.314, 
Bl.453b.

49 32.3.25� ゾーリンゲン
工場主の通報により、工
場の屋根裏で共産党員た
ちが隠匿した武器を発見。

KPD 9 0 0 348 0 0
08式 軍 用 拳 銃（6）、9ミ リ 口 径
モーゼル拳銃（2）、7.65ミリ口径
拳銃（Sauer�&�Sohn 製）（1）、様々
な銃弾（348）

GStA,  Rep.77,  Nr.442, 
Bl.18.

50 32.6.21 デュッセル
ドルフ

市内で発生する銃撃事件
の捜査で、KPD 幹部の居
住先を家宅捜索した際に
武器を発見。

KPD 5 0 0 87 0 6
軍用拳銃（2）、回転式拳銃（1）、
自動装填拳銃（1）、モーゼル拳
銃（1）、 銃 弾（79）、08式 拳 銃 用
実包（8）、弾倉（6）

GStA,  Rep.77,  Nr.224, 
Bl.231.

51 32.6.23� ベルリン
リヒテンベルクで発生し
た NS と KPD の銃撃戦の
後、犯行現場の近くで多
数の武器を発見。

NS/KPD 4 0 0 13 0 4 拳銃（4）、銃弾（13）、弾倉（4） LAB, Rep.358-01, Nr.1884.

52 32.6.25 デュッセル
ドルフ

上記事件（50）に関連した
KPD 関係者宅への家宅捜
索。

KPD 3 0 1 108 1 2

分解された大型モーゼル拳銃
（1）、大型回転式拳銃（9ミリ口
径）（1）、大型回転式拳銃（7ミリ
口径）（1）、拳鍔（1）、各種銃器
用実包（103）、08式小銃用銃弾

（5）、手榴弾（1）、各種拳銃用ケー
ス（3）、自動装填拳銃の射撃姿
勢用銃床�Anschlagschaft（2）

GStA,  Rep.77,  Nr.224, 
Bl.235.

53 32.7.6 ベルリン

KPD によるナチ党員や警
察官に対する発砲事件の
捜査での KPD の労働者
宅への家宅捜索。

KPD 2 0 2 29 0 1

ワルサー自動装填拳銃（1）、殺
し棒（1）、拳鍔（1）、銃弾（7.65ミ
リ、10ミリ、9ミリ）（29）、軍用
ピストル用弾倉（1）、軍用ピス
トルの下部（1）

GStA,  Rep.77,  Nr.134, 
Bl.86.

54 32.7.13 ベルリン

NS の 酒 場（Lokal�von�
Schneider）に対する2度の
家宅捜索と店主の自宅へ
の家宅捜索。

NS 9 1 2 25 0 4

回転式拳銃（3）、モーゼル拳銃
（2）、小口径拳銃（1）、ドレイス
拳 銃�Dreysepistole（1）、 ガ ス 銃

（1）、ベヤード拳銃（1）、銃剣（1）、
棍棒（2）、銃弾（25）、拳銃ケー
ス（2）、弾倉（2）

LAB, Rep.030, Nr.7559, 
Bl.6.

55 32.7.14 ベルリン

NS の酒場への発砲事件
後、近くの KPD の酒場

（Lokal�von�Zeim）に い た
客（共産党員）への武器所
持検査。

KPD 1 1 1 9 0 0 回転式拳銃（1）、短刀（1）、ゴム
製棍棒（1）、銃弾（9）

LAB, Rep.030, Nr.7578, 
Bl.62.

56 32.7.19 ベルリン
KPD の 酒 場（Lokal�

“Nordstern”）へ の 家 宅 捜
索の際に前庭で武器発見。

KPD 2 0 14 40 0 0 拳 銃（2）、 拳 鍔（14）、 銃 弾（ 約
40）

LAB, Rep.030, Nr.7578, 
Bl.70.

57 32.8.2 オッペルン
Oppeln

SA ハイムでの武器の発
見・押収。 NS 3 0 1 300 23 7

軍用拳銃（1）、威嚇射撃拳銃（1）、
台座付き機関銃（1）、雷管のな
い柄つき手榴弾（23）、250発入
り保弾帯（1）、50発入り機関銃
用保弾帯（1）、空の機関銃用保
弾帯（1）、弾倉（64発と8発）（2）、
錘を詰めたチューブ（1）、砲身
連結器（1）、スペアの銃身（1）

LAB, Rep.030, Nr.7606, 
Bl.456.
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武器を
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いた党派

押収された武器と装備品
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銃器 刀剣
武器

打撃
武器

銃弾・
実包類

手榴弾・
爆発物 その他 具体的な内容（数）

58 32.8.3
クロス

チュッツ
Chrosczütz

共産党員宅への家宅捜索。 KPD 6 4 1 13 0 23

改造された98式カービン銃（1）、
猟銃（3）、６ミリ小口径銃（1）、
９ミリ小口径（1）、銃剣（1）、歩
兵用銃剣（1）、短刀（2）、ゴム製
棍棒（1）、小口径銃用銃身（1）、
実包（13）、雷管付き導火線（21）、
火薬入りの瓶（1）

GStA, Rep.77, Nr.443, Bl.5.

59 32.8.10 ベルリン KPD の 酒 場（Lokal�von�
Lange）への家宅捜索。 KPD 1 0 1 5 0 1

ドレイス拳銃（1）、鋼鉄製鞭（1）、
銃弾５発の入った弾倉（1）、銃
口カバー（1）

LAB, Rep.030, Nr.7578, 
Bl.192.

60 32.8.15 ラチボール
Ratibor

SA ハ イ ム、SA 事 務 所、
隊員宅への家宅捜索。 NS 1 2 7 275 0 4

カービン銃（1）、銃剣（2）、ゴム
製棍棒（4）、鉄パイプ（1）、殺し
棒（1）、 牛 皮 製 の 鞭（1）、 実 包

（49）、鉄兜（1）、98式小銃用銃
身（1）、歩兵銃用実包（226）、充
填済み弾倉（2）

GStA, Rep.77, Nr.443, Bl.4.

61 32.9.9． マルミッツ
Mallmitz

SA 隊員２名の自宅への
家宅捜索。 NS 13 0 0 約2500 0 0 98式小銃（13）、銃弾（約2,500） GStA, Rep.77, Nr.457, Bl.1.

62 32.10.13 ハノーファー KPD との関係があるとさ
れた商人宅への家宅捜索。 KPD ？ 2 0 0 2705 0 2

重機関銃（1）、98式歩兵用小銃
（1）、機関銃用銃弾（1750）、歩
兵小銃用銃弾（955）、重機関銃
用予備銃身（1）、重機関銃用遊
底（1）

GStA,  Rep.77,  Nr.443, 
Bl.18.

63 32.11.6 ベルリン
社会民主党員襲撃後に逃
走したナチ党員の２台の
自動車での武器所持検査。

NS 2 0 2 15 0 1
拳銃（1）、モーゼル拳銃（1）、ド
ライバー（1）、チェーン（1）、銃
弾（7）、８発の銃弾入り弾倉（1）

LAB, Rep.030, Nr.21616, 
Bl.39.

64 32.11.29
バート・ヴィ
ルスナック
Bad�Wilsnack

SA 中隊長宅への家宅捜
索。 NS 9 6 0 900 2 6

軽機関銃（1）、98式軍用小銃（3）、
98式カービン銃（2）、外国製軍
用銃（1）、回転式拳銃（2）、銃剣

（6）、手榴弾（2）、小銃・拳銃用
銃弾（900）、ガスマスク（1）、機
関銃用保弾帯（1）、保弾帯（1）、
機関銃用回転弾倉（1）、機関銃
用予備銃身（1）、機関銃用予備
遊底（1）

GStA, Rep.77, Nr.457, Bl.6.

65 33.1.14
クーネルス

ドルフ
Kunersdorf

SA の武器保管庫と思わ
れる場所の発見。 NS 26 0 0 2000 0 0

7.5ミリ口径モーゼル拳銃（23）、
改造された98式カービン銃（2）、
小銃（1）、銃弾（ほとんど拳銃用）

（2000）

GStA,  Rep.77,  Nr.443, 
Bl.82.

KPD ＝共産党、RFB ＝赤色前線兵士同盟、NS ＝ナチス、SA ＝ナチス突撃隊、SH ＝鉄兜団、RB ＝国旗団


